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册

(
二
〇
一
二
)
：
五
三
-
八
六
頁

漢
三
國
西
晉
紀
年
鏡
銘
に
お
け
る
干
荏
と
作
鏡
年
�
日
の
硏
究

光

武

英

樹

は
じ
め
に

一

鏡
銘
に
用
い
ら
れ
る


な
干
荏
と
そ
の
鏡
世
界
の
表
象

(
一
)
陽
氣
盛
大
を
表
わ
す
干
荏
の
使
用

(
二
)
陽
氣
盛
大
以
外
の
干
荏
と
そ
の
表
象
す
る
�
味

二

干
荏
組
合
せ
と
作
鏡
年
�
日
の
�
擇
に
よ
る
鏡
品
質
・
世
界
の
強


(
一
)
連
續
す
る
二
つ
の
干
荏
の
組
合
せ
に
よ
る
鏡
品
質
の
增
幅
と
強


(
二
)
實
曆
干
荏
の
陰
陽
變
奄
︑
對
極
移
動
な
ど
に
よ
る
鏡
品
質
の
實
現

(
三
)
陰
陽
五
行
の
循
�
︑
再
生
を
表
わ
す
干
荏
を
用
い
た
鏡
宇
宙
の
原
理
の
表
象

(
四
)
陰
陽
五
行
�
�
數
を
作
鏡
年
�
日
な
ど
に
用
い
た
鏡
品
質
・
世
界
の
表
象

(
五
)
二
十
四
氣
な
ど
の
時
�
�
傍
で
の
製
作
に
よ
る
鏡
品
質
の
表
象
と
實
現

(
六
)
�
日
・
祝
日
で
の
製
作
に
よ
る
祭
祀
の
も
つ
招
福
・
辟
�
の
力
の
�
入

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

本
稿
は
干
荏
と
作
鏡
日
の
問
題
に
つ
い
て
︑
そ
の
�
擇
の
論
理
や
思
想
︑
�
び
記
述
內
容
の
�
味
表
象
を
考
察
し
︑
そ
の
解
�
を
試
み
た
も

の
で
あ
る
︒
紀
年
鏡
に
は
︑
そ
れ
を
製
作
し
た
年
・
�
・
日
の
日
付
と
と
も
に
︑
歲
在
・
�
朔
・
作
鏡
日
・
時
刻
な
ど
の
干
荏
を
 
せ
記
す
も

の
が
多
い
が
︑
必
ず
し
も
︑
客
觀
�
事
實
と
し
て
の
實
曆
を
記
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
︒
そ
の
點
︑
﹁
萬
世
老
壽
︑
陽
!
富
貴
﹂
(﹃
千
甓
亭
﹄

"
熹
四
年
磚
)

な
ど
︑
鏡
銘
と
類
似
す
る
吉
祥
句
を
記
す
こ
と
の
多
い
磚
銘
が
︑
﹁
紀
年
磚
の
日
付
け
は
ほ
と
ん
ど
が
正
確
で
あ
る
が
︑
ま
れ
に

閒
&
い
も
あ
る
﹂
︹
谷
豐
信
・
一
九
九
八
︺
と
い
う
の
と
は
︑
大
き
な
&
い
が
あ
る
︒
實
際
︑
そ
れ
ら
を
'
査
す
る
と
︑
彼
ら
が
實
現
し
よ
う
と

す
る
鏡
世
界
と
︑
鑄
(
の
日
時
・
干
荏
の
陰
陽
五
行
�
性
質
と
が
う
ま
く
)
合
す
る
と
き
は
︑
實
曆
を
そ
の
ま
ま
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑

)
合
し
な
い
と
き
は
︑
む
し
ろ
虛
辭
を
用
い
て
︑
そ
の
鏡
に
求
め
ら
れ
る
世
界
を
よ
り
強

し
︑
勵
起
す
る
よ
う
な
日
時
・
干
荏
を
�
擇
し
︑

記
述
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
た
だ
︑
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
日
時
・
干
荏
に
は
お
の
ず
か
ら
法
則
と
制
+
が
あ
り
︑
ま
た
︑
時
代
や
地
域
に

よ
っ
て
︑
そ
の
記
述
や
�
擇
の
仕
方
に
は
液
行
と
變

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

一

鏡
銘
に
用
い
ら
れ
る


な
干
荏
と
そ
の
鏡
世
界
の
表
象

(
一
)
陽
氣
盛
大
を
表
わ
す
干
荏
の
使
用

作
鏡
日
の
吉
辰
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
干
荏
に
丙
午
が
あ
る
︒
十
干
第
三
位
の
丙
は
︑
五
行
で
は
火

(
火
兄
)

に
配
當
さ
れ
︑
方
位
は
南
︑

季
�
は
夏
を
表
わ
す
︒
同
樣
に
十
二
荏
第
七
位
の
午
も
ま
た
︑
五
行
で
は
火
に
屬
し
︑
方
位
は
正
南
︑
季
�
は
仲
夏

(
陰
曆
五
�
)
︑
時
刻
は
正

午
を
表
わ
す
︒
從
っ
て
︑
丙
午
は
火
︑
炳
�
︑
眞
南
︑
眞
晝
︑
眞
夏
な
ど
︑
陽
氣
�
も
盛
ん
な
日
時
を
表
わ
す
の
に
�
)
の
干
荏
で
あ
り
︑
火

東 方 學 報

54



力
を
以
て
銅
錫
を
熔
解
し
︑
太
陽
の
光
を
強
く
反
射
す
る
鏡
を
鑄
(
す
る
た
め
の
�
良
の
吉
辰
と
さ
れ
︑
作
鏡
日
を
始
め
︑
歲
在
や
�
朔
に
用

い
ら
れ
た
︒
こ
の
丙
午
に
-
ぐ
陽
氣
盛
大
を
表
わ
す
干
荏
に
丁
巳
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
十
干
第
四
位
の
丁
も
︑
丙
と
と
も
に
五
行
で
は
火

(
火
弟
)

に
︑
方
位
で
南
︑
季
�
で
夏
に
當
り
︑
ま
た
︑
十
二
荏
第
六
位
の
巳
も
同
樣
に
︑
五
行
は
火
︑
方
位
は
南
南
東
︑
季
�
は
孟
夏

(
陰
曆

四
�
)
︑
時
刻
は
午
.
十
時
を
表
わ
す
︒
丙
は
陽
氣
の
頂
點
で
あ
る
が
︑
同
時
に
﹁
陰
氣
初
め
て
起
こ
り
︑
陽
氣
將
に
虧
け
ん
と
す
｣
(﹃
說
�
﹄

十
四
下
)

と
い
う
位
置
に
あ
る
︒
對
す
る
に
︑
巳
は
﹁
四
�
︑
陽
氣
已
に
出
で
︑
陰
氣
已
に
臧
れ
｣
(﹃
說
�
﹄
十
四
下
)
︑
陽
氣
滿
ち
る
も
陰
氣
未

だ
根
ざ
さ
ぬ
﹁
純
陽
﹂
(﹃
詩
經
﹄
小
1
・
正
�
︑
ú
箋
)

の
狀
態
で
あ
る
︒
こ
の
丙
午
の
﹁
丙

(
火
兄
)×

午

(
正
午
・
陽
氣
�
大
時
刻
)
﹂
に
對
す
る

丁
巳
の
﹁
丁

(
火
弟
)×

巳

(
午
.
十
時
・
純
陽
の
時
刻
)
﹂
と
い
う
關
係
か
ら
で
あ
ろ
う
︑
丁
巳
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
陽
氣
�
大
で
あ
る
べ
き

作
鏡
日
の
干
荏
と
し
て
は
用
い
ら
れ
ず
︑
そ
の
作
鏡
日
へ
向
か
っ
て
︑
な
お
陽
氣
成
長
し
て
行
く
歲
在
や
�
朔
を
表
わ
す
吉
辰
と
し
て
︑
專
ら

用
い
ら
れ
た
︒

①

陽
氣
�
大
の
干
荏
﹁
丙
午
﹂

⒜

五
�
丙
午
と
正
�
丙
午

作
鏡
日
の
干
荏
と
し
て
は
︑
仲
夏
す
な
わ
ち
眞
夏
で
あ
る
陰
曆
五
�
の
丙
午
が
�
も
5
ば
れ
︑
-
い
で
︑
陰
曆
正
�
の
そ
れ
が
5
ば
れ
た
︒

こ
の
五
�
丙
午
�
び
正
�
丙
午
に
つ
い
て
︑
富
岡
6
藏
︹
一
九
二
〇
︺
は
そ
の
著
﹃
古
鏡
の
硏
究
﹄
で
︑
五
�
丙
午
日
は
鑄
金
の
吉
辰
と
し

て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
必
ず
し
も
鑄
(
の
日
の
干
荏
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
︑
そ
の
說
は
早
く
淸
の
桂
馥
の
﹃
札
樸
﹄
卷

八
・
古
鏡
�
や
︑
畢
沅
・
阮
元
の
﹃
山
左
金
石
志
﹄
卷
五
の
太
:
鏡
の
解
說
に
お
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
︑
﹁
さ
ら
に
余
は
た

だ
に
五
�
丙
午
の
み
な
ら
ず
︑
正
�
丙
午
日
も
ま
た
か
か
る
俗
信
あ
り
し
な
ら
ん
か
と
思
考
す
︒
﹂
と
指
摘
し
た
︒

實
際
︑
﹃
漢
三
國
西
晉
紀
年
鏡
銘
集
釋
﹄
で
取
り
上
げ
た
銘
�
の
中
に
は
︑
�
朔
ま
た
は
作
鏡
日
と
し
て
﹁
五
�
丙
午
｣
︑
﹁
五
�
丙
午
日
｣
︑

﹁
五
�
丙
﹂
︑
﹁
五
�
午
日
﹂
な
ど
を
記
す
も
の
が
あ
る
が
︑
こ
の
う
ち
︑
﹁
五
�
丙
﹂
は
午
字
を
脫
漏
し
た
も
の
で
あ
り
︑
﹁
五
�
午
日
﹂
は
方

漢三國西晉紀年鏡銘における干荏と作鏡年�日の硏究
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格
に
四
字
銘
と
し
て
<
め
る
た
め
丙
字
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
ら
は
﹁
五
�
丙
午
﹂
と
同
義
で
あ
る
︒
こ
の
中
で
︑
作
鏡
年
の

特
定
が
困
難
な
﹁
喜
:
□
□
﹂
�
び
二
例
の
﹁
嘉
興
元
年
﹂
の
計
三
例
を
除
き

(
但
し
﹁
今
年
丙
午
五
�
七
日
丙
午
﹂
は
黃
武
五
年

(
二
二
六
)
と
?

定
す
る
)
︑
さ
ら
に
黃
武
元
年

(
二
二
二
)

が
二
例
︑
黃
龍
元
年

(
二
二
九
)

が
二
例
︑
太
:
元
年

(
二
五
六
)

が
四
例
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
重

複
分
を
そ
れ
ぞ
れ
一
例
と
し
て
數
え
直
す
と
︑
﹁
五
�
丙
午
﹂
を
記
す
も
の
は
︑
永
始
二
年

(
.
一
五
)

方
格
規
矩
四
神
鏡
か
ら
三
國
吳
の
寶
鼎

三
年

(
二
六
八
)

對
置
式
神
獸
鏡
ま
で
計
二
〇
例
が
存
在
す
る
︒
そ
の
實
曆
と
の
一
致
・
不
一
致
を
︑
陳
垣
の
﹃
二
十
B
朔
閏
表
﹄
(
以
下
﹃
朔

閏
表
﹄
と
略
す
)

に
よ
っ
て
'
べ
る
と
︑
う
ち
︑
四
割
の
八
例
が
實
曆
と
一
致
し
︑
殘
り
六
割
の
一
二
例
が
虛
辭
の
﹁
五
�
丙
午
﹂
を
記
し
て

い
て
︑
富
岡
や
桂
馥
ら
の
說
を
裏
書
き
し
て
い
る
︒

他
方
︑
﹁
正
�
丙
午
﹂
は
D
例
が
円
安
以
.
の
紀
年
で
あ
り
︑
永
壽
二
年

(
一
五
六
)

獸
首
鏡
か
ら
初
:
元
年

(
一
九
〇
)

方
銘
四
獸
鏡
ま
で

の
計
一
三
例
が
存
在
す
る
︒
そ
の
內
譯
は
﹁
正
�
丙
午
﹂
が
七
︑
﹁
正
�
丙
午
日
﹂
が
五
︑
﹁
正
�
午
日
﹂
が
一
例
で
あ
る
が
︑
永
康
元
年

(
一

六
七
)

銘
の
﹁
正
�
丙
午
日
﹂
二
例
と
﹁
正
�
午
日
﹂
一
例
と
は
同
一
內
容
と
?
め
ら
れ
る
か
ら
︑
整
理
す
る
と
計
一
一
例
が
こ
れ
を
記
す
︒

こ
の
う
ち
︑
永
壽
二
年

(
一
五
六
)
︑
"
熹
九
年

(
一
六
六
)
︑
"
熹
十
年

(
一
六
七
)
︑
熹
:
七
年

(
一
七
八
)
︑
光
和
四
年

(
一
八
一
)
︑
中
:
六
年

(
一
八
九
)
︑
初
:
元
年

(
一
九
〇
)
︑
の
七
例
が
實
曆
で
あ
り
︑
さ
ら
に
永
康
元
年
正
�
も
︑
六
�
改
元
以
.
に
X
っ
て
よ
い
と
す
る
と
︑
そ
の

二
十
二
日
が
丙
午
と
な
り
︑
計
八
例
の
七
割
が
實
曆
と
な
っ
て
︑
﹁
五
�
丙
午
﹂
と
は
E
に
實
曆
を
記
す
も
の
が
多
く
な
る
︒

正
�
の
作
鏡
は
︑
後
漢
以
後
に
も
出
て
く
る
が
︑
干
荏
を
記
す
の
は
︑
吳
・
赤
烏
元
年

(
二
三
八
)

對
置
式
神
獸
鏡
に
お
け
る
﹁
赤
烏
元
年

正
�
一
日
甲
午
﹂
の
一
例
だ
け
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
す
で
に
丙
午
を
用
い
て
い
な
い
︒
そ
れ
で
は
︑
ど
う
し
て
後
漢
の
二
世
紀
後
F
に
集
中
�

に
﹁
正
�
丙
午
﹂
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
思
う
に
︑
周
代
︑
夏
曆
す
な
わ
ち
陰
曆
の
四
�

(
円
巳
之
�
)

を
︑
陽
氣
が
滿
ち
て
陰
氣

が
ま
だ
根
ざ
し
て
い
な
い
﹁
純
陽
之
�
﹂
と
考
え
︑
こ
れ
を
﹁
正
陽
之
�
﹂
と
稱
し
︑
略
し
て
﹁
正
�
﹂
と
呼
ん
だ
こ
と
と
關
係
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
先
に
も
引
い
た
﹃
詩
經
﹄
正
�
の
ú
箋
に
﹁
夏
之
四
�
︑
円
巳
之
�
︑
純
陽
用
事
⁝
⁝
﹂
と
あ
り
︑
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
莊
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公
二
十
五
年
の
I
に
﹁
正
�
︑
夏
之
四
�
︑
周
之
六
�
︑
謂
正
陽
之
�
也
︒
﹂
と
あ
る
︒
し
か
し
︑
遙
か
時
代
の
下
っ
た
後
漢
の
頃
に
は
︑
正

�
と
は
專
ら
﹁
歲
首
一
�
﹂
の
こ
と
で
︑
そ
の
�
は
陽
氣
滿
ち
滿
ち
た
正
陽
の
�
と
さ
れ
る
︑
と
い
う
ぐ
ら
い
の
知
識
は
あ
っ
て
も
︑
そ
の
正

�
が
本
來
は
﹁
陰
曆
四
�
﹂
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
?
識
は
す
で
に
な
か
っ
た
︒
﹃
晉
書
﹄
郭
璞
傳
の
郭
璞
の
上
駅
に
も
﹁
時
在
歲
首
︑
純
陽

之
�
︒
﹂
と
あ
る
︒
そ
し
て
︑
二
世
紀
F
ば
ご
ろ
か
ら
︑
丙
午
を
歲
首
正
�
に
お
け
る
吉
辰
と
し
て
用
い
始
め
た
が
︑
孟
春
一
�
と
し
て
の
正

�
と
陽
氣
�
盛
を
�
味
す
る
丙
午
と
で
は
︑
季
�
感
に
齟
齬
を
來
し
︑
﹁
正
�
丙
午
﹂
は
や
が
て
廢
れ
て
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
︒

｢
五
�
丙
午
﹂
に
つ
い
て
も
︑
七
�
に
改
元
し
た
違
和
元
年

(
八
七
)

の
場
合
を
︑
改
元
以
.
に
X
っ
て
よ
い
と
す
る
と
︑
そ
の
五
�
十
日

が
丙
午
と
な
り
︑
實
曆
を
記
し
た
可
能
性
が
出
て
く
る
︒
そ
の
結
果
︑
円
安
以
.
の
七
例
に
つ
い
て
は
出
入
り
が
生
じ
︑
實
曆
を
記
す
も
の
が
︑

永
始
二
年

(
.
一
五
)
︑
違
和
元
年

(
八
七
)
︑
違
和
二
年

(
八
八
)
︑
"
熹
二
年

(
一
五
九
)
︑
中
:
四
年

(
一
八
七
)

の
五
例
と
な
り
︑
虛
辭
の
方

は
元
興
元
年

(
一
〇
五
)

と
"
熹
七
年

(
一
六
四
)

の
二
例
に
減
っ
て
︑
七
割
が
實
曆
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
円
安
以
後
の
一

三
例
で
は
︑
實
曆
が
四
例
︑
虛
辭
が
九
例
と
な
っ
て
︑
E
に
七
割
が
虛
辭
と
な
る
︒
思
う
に
︑
﹁
五
�
丙
午
﹂
も
︑
初
K
の
頃
は
で
き
る
だ
け

實
曆
を
記
そ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
そ
の
虛
實
の
割
合
は
円
安
以
.
と
以
後
で
E
轉
し
た
︒
た
だ
︑
實
曆
を
重
ん
じ
る
�
識
は
﹁
正

�
丙
午
﹂
の
方
が
強
く
︑
却
っ
て
︑
鑄
金
の
吉
辰
の
代
表
で
あ
る
﹁
五
�
丙
午
﹂
の
方
が
早
く
そ
の
�
識
は
L
ら
ぎ
︑
形
骸

し
た
︒
そ
の
境

目
は
ど
う
も
円
安
の
頃
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
円
安
廿
年

(
二
一
五
)

頃
か
ら
は
︑
丙
午
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
干
荏
も
︑
吉
辰
と

し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

⒝

五
�
︑
正
�
以
外
で
用
い
ら
れ
る
丙
午

先
ず
︑
歲
在
に
つ
い
て
見
る
と
︑
﹁
丙
午
﹂
を
用
い
る
も
の
に
は
-
の
三
例
が
あ
る
︒

⑴

(
二
二
六
)

黃
武
五
年
太
歲
在
丙
午
︑
五
�
辛
未
朔
七
日
︑
⁝
⁝
太
師
鮑
�
而
作
五
	


鏡
︑
⁝
⁝

(
浙
江
修
訂
六
一
)

⑵

(
⁝
⁝
⁝
)

今
年
丙
午
︑
五
�
七
日
丙
午
︑
淸
朖
之
吉
日
志
兮
︑
⁝
⁝

(
鄂
城
四
五
︑
鄂
州
二
三
〇
)
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⑶

(
二
四
四
)

[
赤
]
烏
七
年
[
太
歲
]
在
丙
午
︑
[
時
]
加
日
[
中
]
︑
[
�
]
作


[
悦
]
︑
[
百
]
□
[
漳
]
⁝
⁝

(
五
島
五
〇
)

こ
の
う
ち
︑
⑵
の
﹁
今
年
丙
午
︑
五
�
七
日
丙
午
﹂
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
五
�
七
日
が
丙
午
に
な
る
の
は
︑
黃
武
五
年
だ
け
で
あ
り
︑
歲
在

と
五
�
七
日
と
が
と
も
に
丙
午
に
な
る
と
い
う
實
曆
干
荏
の
稀
Q
の
組
合
せ
を
︑
吉
日
吉
辰
と
し
て
銘
�
に
記
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
⑶
の

赤
烏
七
年
の
實
曆
歲
在
は
甲
子
で
あ
り
︑
丙
午
で
は
な
い
︒
甲
子
も
吉
辰
に
用
い
ら
れ
る
干
荏
で
あ
る
が
︑
敢
え
て
虛
辭
の
丙
午
を
こ
こ
に
記

し
た
の
は
︑
-
句
の
﹁
時
加
日
中
｣
(
時
は
日
の

中
ち
ゅ
う

す
る
に
加あ

た
る
)
︑
す
な
わ
ち
︑
太
陽
が
南
中
し
て
陽
氣
�
大
と
な
る
時
刻
﹁
正
午
﹂
と
同
'

さ
せ
︑
こ
れ
を
強

す
る
た
め
と
思
わ
れ
る
︒

�
辰

(
�
朔
)

や
日
辰
と
し
て
丙
午
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
陽
�
と
し
て
の
�
味
や
衣
名
を
も
つ
い
く
つ
か
の
�
の
場
合
に
限
ら

れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
す
で
に
述
べ
た
陽
氣
�
大
�

(
�
陽
�
)

の
仲
夏
五
�
や
︑
正
陽
�
と
さ
れ
る
歲
首
正
�
が
あ
る
︒
ま
た
︑

極
陽
�
で
あ
る
九
�
︑
﹁
陽
�
﹂
の
衣
名
を
も
つ
十
�

(﹃
太
:
御
覽
﹄
二
十
七
引
く
梁
・
元
W
﹃
簒
X
﹄
に
﹁
十
�
孟
冬
︑
亦
曰
上
冬
︑
亦
曰
陽
�
﹂
と
あ

る
)

が
そ
う
で
あ
る
︒
い
う
な
ら
ば
︑
陽
氣
�
盛
の
干
荏
を
用
い
る
に
相
應
し
い
Z
格
が
そ
の
�
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

九
�
の
場
合
︑
九
は
極
陽
數
ま
た
は
老
陽
數
と
呼
ば
れ
︑
﹁
九
�
九
日
﹂
を
重
陽
と
す
る
︒
丙
午
・
午
日
を
[
う
銘
�
に
-
の
例
が
あ
る
︒

⑷

(
一
六
八
)

円
甯
元
年
︑
九
�
九
日
丙
午
︑
�
作
尙
方


鏡
︒
⁝
⁝
︹
崔
慶
�
・
一
九
八
二
︺

⑸

(
二
三
五
)

嘉
禾
四
年
︑
九
�
午
日
︑
安
樂
�
作
[
五
寸
]
五
	


悦
︒
⁝
⁝

(
五
島
三
四
)

こ
こ
に
︑
⑷
の
円
寧
元
年
九
�
は
乙
巳
朔
で
﹁
九
�
九
日
丙
午
﹂
は
虛
辭
で
あ
る
︒
⑸
の
嘉
禾
四
年
九
�
は
丙
子
朔

(
乾
象
曆
)

で
﹁
午
日
﹂

を
丙
午
日
の
略
と
す
る
と
虛
辭
に
な
る
が
︑
�
字
_
り
の
�
味
に
取
る
と
︑
﹁
七
日
壬
午
﹂
�
び
﹁
十
九
日
甲
午
﹂
が
存
在
す
る
︒

｢
陽
�
﹂
の
衣
名
を
も
つ
十
�
の
場
合
︑
丙
午
を
[
う
銘
�
に
は
-
の
例
が
あ
る
︒

⑹

(
二
一
七
)

円
安
廿
二
年
︑
十
�
丁
酉
朔
十
日
丙
午
︑
�
今
人

(
金
人
)

言
︑
余
日
光
︑
⁝
⁝

(
鄂
州
一
四
五
)

⑺

(
二
二
二
～
八
)

黃
武
年
︑
十
�
丙
午
朔
︑
會
稽
山
侌
�
︑
⁝
⁝

(
鄂
州
一
七
九
)
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⑹
の
円
安
二
十
二
年
十
�
は
辛
卯
朔
で
﹁
十
�
丁
酉
朔
十
日
丙
午
﹂
は
虛
辭
で
あ
る
︒
丁
酉
朔
は
吉
辰
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
で

は
︑
十
日
の
日
辰
を
﹁
丙
午
﹂
に
す
る
た
め
�
入
し
た
︒
⑺
の
黃
武
年
閒
に
は
﹁
十
�
丙
午
朔
﹂
は
存
在
せ
ず
︑
虛
辭
の
吉
辰
で
あ
る
︒

②

歲
在
・
�
朔
に
用
い
ら
れ
る
陽
氣
盛
大
の
干
荏
類

歲
在
や
�
朔
が
陽
氣
盛
大
で
あ
る
こ
と
を


張
し
よ
う
と
す
る
場
合
︑
陽
氣
�
盛
の
干
荏
の
﹁
丙
午
﹂
だ
け
で
な
く
︑
こ
れ
に
-
ぐ
陽
氣
盛

大
の
干
荏
の
﹁
丁
巳
﹂
や
︑
干
荏
で
は
な
い
が
︑
類
義
の
﹁
太
陽
｣
(
太
い
な
る
陽
の
と
き
)

あ
る
い
は
﹁
陽
丰
｣
(
陽
丰さ
か

ん
な
る
と
き
)

の
語
を
用

い
て
そ
れ
を
表
わ
し
た
︒
こ
れ
ら
は
專
ら
歲
在
や
�
朔
に
用
い
ら
れ
た
︒

先
ず
︑
歲
在
の
銘
例
と
し
て
は
︑
以
下
の
對
置
式
神
獸
鏡
が
あ
る
︒

⑴

(
二
二
九
)

黃
龍
元
年
︑
太
歲
在
丁
巳
︑
乾
坤
合
�
︑
	
�
始
�
︑
五
�
丙
午
︑
時
茄
日
中
︑
�
作


鏡
︑
百
湅
淸
銅
⁝
⁝

(
鄂
州
一
八
四
)

⑵

(
二
二
九
)

[
黃
龍
元
]
年
︑
太
歲
在
己
酉
陽
丰
︑
乾
巛
�
︑
王
�
始
�
︑
五
�
丙
[
午
時
加
日
]
中
︑
�
作


悦
⁝
⁝
(
大
阪
・
大
谷
女
子
大
藏
)

⑶

(
二
五
六
)

太
�
元
年
︑
歲
在
[
太
]
陽
︑
	
�
始
□
︑
�
作


悦
︑
百
湅
正
銅
⁝
⁝

(
鄂
州
一
九
七
)

⑷

(
二
六
八
)

寶
鼎
三
年
︑
歲
[
在
]
太
陽
︑
五
�
丙
午
︑
時
加
日
中
︑
�
作


鏡
︑
百
湅
淸
銅
⁝
⁝

(
五
島
五
九
︑
兵
庫
・
辰
馬
考
古
Z
料
館
藏
)

⑸

(
⁝
⁝
⁝
)

嘉
興
元
年
︑
大
歲
在
丁
巳
︑
	
�
始
�
︑
五
�
丙
午
︑
時
加
日
中
︑
�
作


悦
︑
百
湅
淸
銅
⁝
⁝

(
鄂
州
二
九
四
)

⑹

(
⁝
⁝
⁝
)

嘉
興
元
年
︑
歲
在
大
陽
︑
乾
巛
合
�
︑
王
�
始
�
︑
五
�
丙
午
︑
時
加
日
中
︑
制
作
悦
︑
百
湅
淸
銅
⁝
⁝
(
五
島
六
六
・
六
七
)

⑴
の
黃
龍
元
年
の
實
曆
歲
在
は
己
酉
で
あ
り
︑
銘
�
の
﹁
丁
巳
﹂
は
虛
辭
で
あ
る
︒
こ
こ
に
敢
え
て
虛
辭
を
用
い
た
の
は
︑
こ
れ
に
つ
づ
く

﹁
W
h
始
:
｣
(
W
h
始
め
て
:
ら
か
な
り
)

の
句
や
︑
作
鏡
日
時
の
﹁
五
�
丙
午
時
茄
日
中
﹂
(
五
�
丙
午
の
︑
時
は
日
の

中
ち
ゅ
う

す
る
に
茄あ

た
る
)

と
關
係

が
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
�
公
四
年
に
﹁
天
子
當
陽
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
W
h
始
:
を
實
現
す
る
た
め
に
は
︑
陽
氣
盛
大
の

吉
年

(
太
歲
在
丁
巳
)
・
吉
日

(
五
�
丙
午
)
・
吉
時

(
時
加
日
中
)

で
あ
る
こ
と
が
そ
の
條
件
な
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
⑵
の
銘
�
で
は
︑
實
曆
歲
在

の
﹁
己
酉
﹂
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
が
︑
こ
れ
に
は
﹁
陽
丰
﹂
の
語
を
つ
づ
け
て
︑
こ
の
年
が
陽
氣
盛
大
で
あ
る
こ
と
を
補
足
し
た
︒
ま
た
︑
⑶
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の
太
:
元
年
�
び
⑷
の
寶
鼎
三
年
に
お
い
て
は
具
體
�
な
干
荏
を
記
さ
ず
︑
﹁
太
陽
﹂
の
語
を
用
い
る
︒
太
:
元
年
の
實
曆
歲
在
は
丙
子
︑
寶

鼎
三
年
の
そ
れ
は
戊
子
で
あ
り
︑
ど
ち
ら
も
陽
氣
盛
大
と
は
言
い
難
い
︒
な
お
︑
⑸
・
⑹
に
お
け
る
﹁
嘉
興
﹂
の
年
號
は
﹃
吳
志
﹄
に
記
載
が

な
い
︒
そ
の
年
代
比
定
に
つ
い
て
は
︑
西
田
守
夫
︹
一
九
九
〇
︺
の
西
涼
・
李
歆
の
嘉
興
元
年

(
四
一
七
)

說
︑
�
び
王
仲
殊
︹
一
九
九
五
︺
の
嘉

禾
六
年

(
二
三
七
)

の
k
改
說

(
烏
l
侯
孫
Á
が
m
父
孫
和
に
�
W
を
k
諡
し
た
と
き
︑
孫
和
の
た
め
に
官
衞
が
置
か
れ
た
嘉
禾
六
年
を
︑
諱
の
和
を
n
け
て
︑

嘉
興
元
年
と
k
改
し
た
と
い
う
說
)

が
あ
る
︒
そ
の
銘
�
�
び
圖
o
樣
式
は
王
の
指
摘
の
よ
う
に
吳
鏡
そ
の
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
�
朔

(
�
辰
)

と
し
て
は
︑
以
下
の
銘
例
が
あ
る
︒

⑺

(
二
一
九
)

円
安
廿
四
年
︑
五
�
丁
巳
朔
︑
卅
日
丙
午
�
︑
⁝
⁝

(
五
島
三
八
)

⑻

(
二
二
七
)

黃
武
六
年
︑
十
一
�
丁
巳
朔
︑
七
日
丙
辰
︑
⁝
⁝

(
鄂
城
一
一
〇
︑
鄂
州
一
八
一
)

⑼

(
二
五
八
)

永
安
元
年
︑
二
�
丁
巳
朔
︑
十
五
日
乙
未
�
︑
⁝
⁝

(
泉
屋
七
八
︑
梅
原
・
吳
四
〇
)

こ
こ
に
︑
⑺
の
円
安
二
十
四
年
五
�
の
實
曆
は
壬
子
朔
︑
⑻
の
黃
武
六
年
十
一
�
の
實
曆

(
乾
象
曆
)

は
壬
辰
朔
︑
⑼
の
永
安
元
年
二
�
の

實
曆
は
丙
寅
朔
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
﹁
丁
巳
朔
﹂
は
D
て
虛
辭
で
あ
る
︒

(
二
)
陽
氣
盛
大
以
外
の
干
荏
と
そ
の
表
象
す
る
 
味

『
大
戴
禮
﹄
卷
五
・
曾
子
天
圓
に
﹁
�
者
吐
氣
者
也
︒
是
故
外
景
︒
幽
者
含
氣
者
也
︒
是
故
內
景
︒
故
火
・
日
外
景
︑
而
金
・
水
內
景
︒
吐

氣
者
施
︑
而
含
氣
者

︒
是
以
陽
施
而
陰

也
︒
陽
之
精
氣
曰
神
︑
陰
之
精
氣
曰
靈
︒
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
﹁
外
景
﹂
と
は
外
影
で
あ
り
︑
火

や
日
の
光
が
照
射
し
て
物
の
影
が
外
部
に
生
じ
る
こ
と
を
言
う
︒
ま
た
︑
﹁
內
景
﹂
と
は
內
影
で
あ
り
︑
金
屬
や
水
の
表
面
に
そ
の
影
宴
が
映

し
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
︒
鏡
は
光
を
反
射
し
て
外
景
を
現
わ
す
か
ら
︑
火
・
日
に
屬
し
て
陽
で
あ
り
︑
他
方
で
は
︑
鏡
面
に
內
景
を
映
し
出

す
か
ら
︑
金
・
水
に
屬
し
て
陰
で
あ
る
︒
內
景
は
ま
た
﹃
說
�
﹄
七
上
に
﹁
景
︑
光
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
內
光
で
も
あ
る
︒
內
光
は
陰
に
屬
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す
べ
き
で
あ
る
か
ら
︑
�
光

(
大
陰
)

の
よ
う
に
靑
白
く
澄
み
き
っ
た
淸
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
陰
は
幽
で
あ
り
︑
幽
は
氣
を
含
む
か

ら
︑
そ
こ
に
靈
�
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
內
藏
し
︑
こ
れ
を
影
宴
と

す
力
を
も
っ
て
い
る
︒
同
時
に
︑
そ
の
靈
�
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
強
烈
な
日
の
光
を

現
出
し
て
︑
內
界
か
ら
外
界
へ
と
照
射
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
鏡
は
陰
と
陽
と
を
結
合
し
︑
こ
れ
を
瓜
合
す
る
作
用
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い

た
︒
從
っ
て
︑
作
鏡
に
相
應
し
い
干
荏
と
は
︑
鏡
に
具
わ
る
べ
き
火
・
日
・
金
・
水
な
ど
の
陰
陽
五
行
に
基
づ
く
品
質
を
強

す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
重
X
で
あ
っ
た
︒
下
�
に
示
す
よ
う
に
︑
鏡
銘
に
は
︑
陽
氣
盛
大
を
表
わ
す
丙
午
や
丁
巳
以
外
に
も
︑
吉
辰
と
し
て
用
い
ら
れ
る
干

荏
が
い
く
つ
か
存
在
し
︑
そ
れ
ら
を
單
獨
に
︑
あ
る
い
は
組
み
合
わ
せ
て
記
す
が
︑
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
干
荏
が
そ
う
し
た
陰
陽
五
行
に
基
づ
く

鏡
品
質
を
さ
ら
に
強

す
る
は
た
ら
き
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
︒

①

陰
氣
�
大
を
表
わ
す
壬
子

晉
・
干
寶
の
﹃
搜
神
記
﹄
十
三
に
は
﹁
夫
金
之
性
一
也
︒
以
五
�
丙
午
日
中
︑
鑄
爲
陽
燧
︒
以
十
一
�
壬
子
夜
F
︑
鑄
爲
陰
燧
︒
﹂
と
あ
り
︑

そ
の
自
I
に
﹁
言
︑
丙
午
日
鑄
爲
陽
燧
︑
可
取
火
︑
壬
子
夜
鑄
爲
陰
燧
︑
可
取
水
也
︒
﹂
と
あ
っ
て
︑
仲
夏
五
�
丙
午
の
日
中
に
︑
太
陽
よ
り

火
を
x
取
す
る
た
め
の
凹
面
鏡
で
あ
る
陽
燧
を
鑄
(
し
︑
仲
冬
十
一
�
壬
子
の
夜
F
に
︑
�
よ
り
水
を
x
取
す
る
た
め
の
鑒
で
あ
る
陰
燧
を
鑄

(
す
る
と
し
た
︒
壬
子
は
壬

(
水
兄
)×

子

(
正
北
・
夜
F
十
二
時
)

で
あ
り
︑
丙
午
の
丙

(
火
兄
)×

午

(
正
南
・
正
午
十
二
時
)

の
對
極
に
位
置
し
︑

陰
氣
�
大
を
表
わ
す
︒
從
っ
て
︑
壬
子
は
鏡
の
陰
鏡
と
し
て
の
品
質
︑
す
な
わ
ち
︑
�
光
の
ご
と
く
淸
ら
か
に
澄
み
切
っ
た
鏡
面
に
身
形

(
影

宴
)

を
正
し
く
映
し
出
す
は
た
ら
き
を
強

す
る
干
荏
で
あ
る
︒
銘
�
に
-
の
三
種
五
例
が
あ
る
︒

⑴

(
二
二
〇
)

!
康
元
年
︑
二
�
辛
丑
朔
︑
十
二
日
壬
子
︑
師
⁝
作


鏡
︑
⁝
⁝

(
泉
屋
七
〇
)

⑵

(
二
二
七
)

黃
武
六
年
︑
五
�
壬
子
︑
四
日
癸
丑
︑
�
作
三
︑
命
之
︑
宜
王
且
侯
︒
⁝
⁝

(
梅
原
・
吳
六
︑
久
保
惣
五
六
)

⑶

(
二
二
九
)

黃
龍
元
年
︑
太
歲
在
丁
酉
︑
七
�
壬
子
朔
︑
十
三
日
甲
子
︑
師
陳
世
嚴
�
作
三
湅


鏡
︒
⁝
⁝

(
鄂
州
一
八
三
︑
廣
西
九
九
)

黃
龍
元
年
︑
大
歲
在
丁
酉
︑
[
七
]
�
壬
子
朔
︑
十
三
日
甲
子
︑
師
陳
世
�
作
三
湅


鏡
︒
⁝
⁝

(
五
島
三
二
︑
久
保
惣
五
七
)
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黃
龍
元
年
︑
太
歲
在
丁
酉
︑
七
�
壬
子
[
朔
]
︑
十
三
日
甲
子
︑
師
陳
世
�
[
作
]
□
湅


悦
︒
⁝
⁝

(
五
島
三
一
)

た
だ
︑
こ
れ
ら
の
銘
�
は
い
ず
れ
も
︑
そ
の
干
荏
記
述
や
作
鏡
日
の
�
擇
に
お
い
て
︑
單
に
壬
子
の
表
象
す
る
�
味
內
容
に
止
ま
ら
ず
︑
銘

�
D
體
を
z
う
陰
陽
五
行
の
さ
ら
に
複
雜

し
た
{
(
を
內
|
し
て
い
る
︒
詳
し
く
は
︑
第
二
違
で
︑
改
め
て
取
り
上
げ
る
︒

②

火
金
融
合
を
表
わ
す
丁
酉
・
庚
午
・
辛
卯
・
辛
巳

十
干
・
十
二
荏
の
五
行
配
當
か
ら
︑
丁
酉
は
丁

(
火
弟
・
陽
盛
)×

酉

(
西
・
金
・
陰
)

を
表
わ
し
︑
鏡
銘
に
お
い
て
は
︑
銅
鏡
鑄
(
の
た
め
の

火
力
と
原
料
金
屬
の
象
}
と
し
て
︑
ま
た
︑
そ
の
陰
陽
'
和
作
用
の
象
}
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
同
樣
に
︑
庚
午
は
庚

(
金
兄
・
陰
)×

午

(
火
・
�
陽
)

を
︑
辛
卯
は
辛

(
金
弟
・
陰
)×

卯

(
東
・
陽
出
)

を
︑
辛
巳
は
辛

(
金
弟
・
陰
)×

巳

(
火
・
純
陽
)

を
︑
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
す
か
ら
︑
こ

れ
ら
も
丁
酉
と
同
じ
く
︑
火
金
融
合
を
表
わ
す
干
荏
で
あ
る
︒
以
下
の
銘
例
が
あ
る
︒

⑴

(
二
一
七
)

円
安
廿
二
年
︑
十
�
辛
卯
朔
︑
四
日
甲
午
︑
太
歲
在
丁
酉
︑
時
加
未
︑
師
蔭
豫
作


鏡
︑
⁝
⁝

(
泉
屋
六
二
・
六
三
)

⑵

(
二
六
一
)

永
安
四
年
︑
太
歲
己
巳
︑
五
�
十
五
日
庚
午
︑
�
作


鏡
︑
⁝
⁝

(
五
島
三
五
)

⑶

(
二
一
五
)

円
安
廿
年
︑
十
二
�
八
日
︑
辛
卯
日
作
︑
⁝
⁝

(
浙
江
修
訂
五
八
)

⑷

(
二
一
九
)

円
安
廿
四
年
︑
六
�
辛
巳
朔
︑
十
七
日
丁
酉
爲
︑
⁝
⁝

(
小
校
一
五
・
一
五
裏
︑
梅
原
・
漢
三
五
)

⑴
の
円
安
二
十
二
年
で
は
︑
�
辰
の
辛
卯
・
日
辰
の
甲
午
・
歲
在
の
丁
酉
は
み
な
實
曆
を
記
す
︒
し
か
も
︑
丁
酉
�
び
辛
卯
は
火
金
融
合
･

陰
陽
'
和
を
表
わ
し
︑
陽
�
か
つ
孟
冬
で
あ
る
作
鏡
�
の
﹁
十
�
﹂
に
相
應
し
い
︒
ま
た
︑
作
鏡
日
の
﹁
四
日
甲
午
﹂
は
︑
日
辰
の
甲
午
が
甲

(
東
・
陽
出
)×

午

(
日
中
・
�
陽
)

で
陽

(
火
)

に
對
應
し
︑
日
付
の
四
が
﹃
五
行
大
義
﹄
卷
一
・
論
<
�
數
に
﹁
凡
五
行
Q
生
數
・
壯
數
・
老

數
三
種
︒
木
︑
生
數
三
︑
壯
數
八
︑
老
數
九
︒
火
︑
生
數
二
︑
壯
數
七
︑
老
數
三
︒
土
︑
生
數
五
︑
壯
數
十
︑
老
數
一
︒
金
︑
生
數
四
︑
壯
數

九
︑
老
數
七
︒
水
︑
生
數
一
︑
壯
數
六
︑
老
數
五
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
五
行
生
數
で
金
に
對
應
し
て
︑
干
荏
と
日
付
で
や
は
り
火
金
融
合
を

表
わ
す
︒
さ
ら
に
︑
﹁
時
加
未
﹂
(
時
は

未
ひ
つ
じ

に
加あ

た
る
)
︑
す
な
わ
ち
︑
午う
ま

(
火
)

と
申さ
る

(
金
)

の
閒
に
位
置
す
る
時
刻
を
�
ん
で
鑄
(
し
た
︒
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⑵
の
永
安
四
年
は
︑
歲
在
・
日
辰
と
も
虛
辭
︒
日
辰
の
庚
午
が
火
金
融
合
を
表
わ
す
︒
⑶
の
円
安
二
十
年
で
は
︑
日
辰

(
虛
辭
)

の
辛
卯
が

火
金
融
合
を
表
わ
す
︒
⑷
の
円
安
二
十
四
年
で
は
︑
�
辰
の
辛
巳
�
び
日
辰
の
丁
酉
は
ど
ち
ら
も
實
曆
で
︑
か
つ
︑
火
金
融
合
を
表
わ
す
︒

③

水
火
協
力
を
表
わ
す
壬
午
・
癸
巳

何
堂
坤
︹
一
九
八
二
︺
は
︑
�
光
鏡
に
關
す
る
硏
究
の
中
で
︑
古
代
銅
鏡
の
鑄
(
に
は
淬
火

(
燒
き
入
れ
)

操
作
が
加
え
ら
れ
︑
こ
の
處
理
が

�
光
現
象
に
影
�
を
與
え
て
い
る
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
︒
西
村
俊
範
︹
一
九
九
一
︺
は
︑
何
の
硏
究
を
�
用
し
つ
つ
︑
�
の
傳
記
集
﹃
衣
聞

錄
﹄
に
み
え
る
揚
州
水
心
鏡
の
話
を
紹
介
し
て
︑
﹁
そ
こ
に
は
鏡
作
り
工
人
�
に
︑
火
の
X
素
と
水
の
X
素
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
根
本
�

な
X
素
の
結
合
に
こ
そ
鏡
の
持
つ
力
の
根
源
が
あ
る
と
す
る
固
Q
の
考
え
方
が
あ
っ
た
﹂
と
し
︑
﹁
火
と
水
の
X
素
の
結
合
と
は
鑄
(
・
燒
き

入
れ
と
い
う
鏡
の
製
作
工
l
そ
の
も
の
を
象
}
し
た
も
の
で
あ
り
︑
﹃
衣
聞
錄
﹄
の
話
は
そ
の
極
め
て
比
喩
�
な
表
現
で
あ
っ
た
﹂
と
し
た
︒

鏡
銘
に
お
い
て
も
︑
そ
う
し
た
水
火
協
力
・
陰
陽
'
和
を
表
わ
す
干
荏
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
壬
午
は
壬

(
水
・
陰
)×

午

(
火
・
陽
)

を
表
わ
し
︑
丙
午
と
竝
ん
で
︑
二
世
紀
F
ば
の
後
漢
鏡
に
す
で
に
見
ら
れ
る
︒
同
樣
に
︑
癸
巳
も
ま
た
癸

(
水
・
陰
)×

巳

(
火
・
純

陽
)

の
�
味
が
あ
り
︑
用
例
は
少
な
い
が
⑷
に
み
る
︒
思
う
に
︑
こ
れ
ら
は
�
鏡
製
作
の
ノ
ウ
ハ
ウ
で
あ
る
燒
き
入
れ
處
理
の
重
X
性
を


張

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
以
下
の
銘
例
が
あ
る
︒

⑴

(
一
六
四
)

!
熹
七
年
︑
正
�
壬
午
︑
吾
�
作
尙
方


悦
︑
⁝
⁝

(
梅
原
・
漢
一
三
︑
東
京
國
立
�
物
館
藏
)

⑵

(
二
一
九
)

円
安
廿
四
年
︑
四
�
壬
午
朔
︑
廿
九
日
[
辛
巳
]
�
︑
⁝
⁝

(
古
鏡
上
・
六
表
︑
梅
原
・
漢
三
三
)

⑶

(
二
二
三
)

黃
初
四
年
︑
五
�
壬
午
朔
︑
十
四
日
乙
未
︑
會
稽
師
鮑
作


鏡
︑
⁝
⁝

(
五
島
四
二
・
四
三
)

⑷

(
二
二
一
)

黃
初
二
年
十
一
�
丁
卯
朔
廿
七
日
癸
巳
︑
楊
州
會
稽
山
陰
師
蔭
豫
"
作
鏡
︑
大
六
寸
淸


︑
⁝
⁝

(
鄂
州
一
七
七
・
一
七
八
)

⑴
の
"
熹
七
年
獸
首
鏡
の
︑
正
�

(
歲
首
一
�
)

は
癸
酉
朔
で
︑
十
日
が
壬
午
に
な
り
︑
實
曆
を
記
す
︒
た
だ
︑
こ
の
時
代
の
獸
首
鏡
に
は

﹁
正
�
丙
午
﹂
を
記
す
こ
と
が
多
い
が
︑
こ
の
年
の
正
�
に
は
丙
午
が
存
在
し
な
い
︒
そ
こ
で
︑
實
在
す
る
﹁
壬
午
﹂
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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⑵
の
円
安
二
十
四
年
四
�
對
置
式
神
獸
鏡
で
は
︑
日
辰
の
辛
巳
の
字
形
は
必
ず
し
も
�
然
と
し
な
い
が
︑
﹁
壬
午
朔
﹂
は
�
瞭
で
實
曆
で
あ
る
︒

⑶
の
黃
初
四
年
對
置
式
神
獸
鏡
の
場
合
︑
﹁
五
�
壬
午
朔
﹂
は
虛
辭
︒
但
し
︑
壬
午
朔
で
あ
れ
ば
︑
十
四
日
は
乙
未
に
な
る
︒

⑷
の
黃
初
二
年
十
一
�
同
向
式
鏡
で
︑
�
辰
の
丁
卯
︑
日
辰
の
癸
巳
は
と
も
に
實
曆
を
記
す
︒
こ
の
鏡
は
陰
氣
�
大
と
な
る
仲
冬
十
一
�
の

作
で
あ
る
か
ら
︑
陰
鏡
に
)
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
鏡
徑
に
は
極
陰
數
を
用
い
て
︑
六
寸
の
規
格
を
�
ん
だ
︒
さ
ら
に
︑
水
火
協
力
・
陰
陽
'

和
を
表
わ
す
﹁
癸
巳
﹂
の
日
に
鑄
(
し
た
結
果
︑
﹁
淸
�
｣
の
淸

(
陰
)×

�

(
陽
)
と
い
う
理
想
�
な
鏡
品
質
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

④

陽
氣
東
出
︑
隆
盛
を
表
わ
す
甲
午
・
乙
巳
・
丁
卯
・
戊
午

甲
午
は
甲

(
木
兄
・
東
・
陽
氣
出
現
)×

午

(
正
午
・
陽
氣
�
盛
)

を
︑
乙
巳
は
乙

(
木
弟
・
東
・
陽
氣
出
現
)×

巳

(
午
.
十
時
・
純
陽
)

を
︑
丁
卯
は

丁

(
火
弟
・
陽
氣
盛
大
)×

卯

(
正
東
・
陽
氣
出
現
)

を
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
し
︑
い
ず
れ
も
陽
氣
東
出
し
︑
陽
氣
隆
盛
へ
と
向
か
う
干
荏
で
あ
る
︒
ま

た
︑
戊
午
は
﹁
茂
午
﹂
に
_
じ
︑
や
は
り
︑
陽
氣
隆
盛
を
�
味
す
る
︒
以
下
の
銘
例
が
あ
る
︒

⑴

(
二
三
八
)

赤
烏
元
年
︑
正
�
一
日
甲
午
︑
�
作



(
缺
)
︒
(
五
島
四
六
)

⑵

(
二
一
九
)

円
安
廿
四
年
︑
六
�
辛
巳
朔
︑
廿
五
日
乙
巳
�
︒
⁝
⁝

(
泉
屋
六
九
)

⑶

(
一
八
七
)

惟
中
�
四
年
︑
大
歲
在
丁
卯
︑
吾
�
作
尙
方


悦
︒
⁝
⁝

(
崔
慶
�
・
一
九
八
二
)

⑷

(
二
一
六
)

円
安
廿
一
年
︑
四
︿
�
﹀
戊
午
朔
十
九
日
︑
⁝
⁝
會
稽
"
作
中
[
師
]
︑
六
寸
一
千
也
︒
⁝
⁝

(
五
島
三
七
︑
鄂
州
一
四
四
)

⑴
の
赤
烏
元
年
の
﹁
正
�
一
日
甲
午
﹂
は
虛
辭
︒
實
曆
は
癸
巳
で
︑
甲
午
は
�
二
日
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
日
付
は
正
�
一
日
の
元
日
が
吉
で

あ
り
︑
干
荏
は
甲
午
が
陽
氣
東
出
・
隆
盛
を
表
わ
し
て
︑
元
日
に
相
應
し
く
吉
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
れ
ら
を
記
し
た
︒

⑵
の
円
安
二
十
四
年
の
﹁
六
�
辛
巳
朔
廿
五
日
乙
巳
﹂
は
實
曆
︒
そ
の
六
�
二
十
五
日
を
︑
﹃
朔
閏
表
﹄
に
よ
り
陽
曆
奄
算

(
以
下
同
じ
)

す

る
と

�

日
に
な
り
︑
二
十
四
氣
の
大
暑
に
當
た
る
︒
こ
こ
に
︑
�
辰
の
辛
巳
は
辛

(
金
)×

巳

(
火
)

で
︑
火
金
融
合
を
表
わ
し
︑
日
辰
の

7

24

乙
巳
も
陽
氣
東
出
・
隆
盛
を
表
わ
す
か
ら
︑
と
も
に
大
暑
に
相
應
し
い
︒
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⑶
の
中
:
四
年
獸
首
鏡
に
お
け
る
﹁
丁
卯
﹂
は
歲
在
記
述
の
初
出
で
あ
り
︑
實
曆
で
あ
る
︒
本
鏡
に
は
作
鏡
�
日
の
記
述
は
な
い
が
︑
歲
在

の
丁
卯
は
陽
氣
東
出
・
隆
盛
を
�
味
し
︑
年
數
の
四
は
五
行
生
數
で
金
に
對
應
す
る
か
ら
︑
兩
方
で
火
金
融
合
を
表
わ
す
︒

⑷
の
円
安
二
十
一
年
の
實
曆
は
四
�
庚
午
朔
で
︑
銘
�
の
﹁
戊
午
朔
﹂
は
虛
辭
︒
庚
午
は
庚

(
金
・
陰
)×

午

(
火
・
陽
)
を
�
味
し
︑
火
金
融

合
・
陰
陽
'
和
を
表
わ
す
吉
辰
の
一
つ
で
あ
る
が
︑
庚
は
陰
氣
を
含
む
か
ら
︑
純
陽
の
孟
夏
四
�
に
は
必
ず
し
も
相
應
し
く
な
い
︒
そ
こ
で
︑

こ
れ
を
﹁
戊
午
﹂
に
置
奄
し
た
︒
戊
は
十
干
の
第
五
位
で
︑
陽

(
奇
數
)

の
剛
日

(﹃
詩
經
﹄
小
1
・
吉
日
︑
ú
箋
)

と
さ
れ
︑
戊
午
は
﹃
穆
天
子

傳
﹄
卷
一
に
﹁
天
子
命
吉
日
戊
午
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
古
く
か
ら
吉
日
と
し
て
用
い
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
戊
は
茂
に
_
じ

(﹃
禮
記
﹄
�
令
︑
ú

I
)
︑
戊
午
は
茂
午
で
あ
る
︒
こ
の
年
の
四
�
十
九
日
を
陽
曆
奄
算
す
る
と

�

日
に
な
る
が
︑
こ
れ
は
二
十
四
氣
の
小
滿
の
一
日
後
に
當

5

23

る
︒
﹃
孝
經
雲
�
神
契
﹄
(﹃
玉
函
山
�
輯
佚
書
﹄
雲
書
類
�
收
)

に
﹁
立
夏
後
十
五
日
︑
斗
指
巳
︑
爲
小
滿
︒
﹂
と
あ
り
︑
小
滿
の
時
︑
北
斗
の
柄
は

巳
の
方
向
を
指
す
︒
巳
は
純
陽
孟
夏
四
�
の
象
}
で
あ
る
︒

⑤

曆
日
・
陰
陽
の
循
%
再
生
を
表
わ
す
甲
子
・
甲
寅
・
壬
寅
・
癸
卯

甲
子
は
六
十
干
荏
の
第
一
位
で
あ
り
︑
﹃
B
記
﹄
歷
書
の
﹁
歷
�
甲
子
�
﹂
の
﹃
索
隱
﹄
に
﹁
甲
子
︑
是
陽
氣
荏
干
之
首
︒
故
以
甲
子
︑
命

歷
�
爲
�
首
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
﹁
陽
氣
荏
干
之
首
﹂
す
な
わ
ち
曆
日
・
陰
陽
の
始
點
を
表
わ
す
︒
ま
た
︑
甲
寅
は
︑
陰
極
の
壬
子
か
ら
癸
丑

を
經
て
︑
こ
の
甲

(
木
・
東
位
陽
出
)×

寅

(
孟
春
一
�
・
曉
旦
午
.
四
時
)

に
至
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
展
開
は
陰
陽
の
循
�
再
生
を
表
わ
す
︒

さ
ら
に
︑
壬
寅
は
壬

(
水
・
北
位
陰
極
)×

寅

(
孟
春
一
�
・
陽
氣
怨
生
)

を
︑
癸
卯
も
癸

(
水
弟
・
北
位
)×

卯

(
正
東
・
陽
氣
出
現
)

を
�
味
す
る
か

ら
︑
ど
ち
ら
も
︑
陰
極
ま
っ
て
陽
氣
生
ず
る
干
荏
で
あ
る
︒
銘
例
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒

⑴

(
二
二
八
)

黃
武
七
年
︑
七
�
戊
午
朔
︑
七
日
甲
子
︑
紀
&
治
時
︒
大
師
陳
世
嚴
作


鏡
︒
⁝
⁝

(
梅
原
・
吳
七
︑
五
島
四
五
)

⑵

(
二
三
八
)

赤
烏
元
年
︑
五
�
丙
午
︑
廿
日
甲
子
︑
�
作
鏡
五
寸
︑
百
十
湅
爲
違
︒
⁝
⁝

(
鄂
州
一
九
〇
)

⑶

(
二
一
九
)

円
安
廿
四
年
︑
正
�
甲
寅
朔
︑
十
四
日
丁
卯
�
︒
⁝
⁝

(
古
鏡
上
・
五
裏
︑
梅
原
・
漢
三
二
)
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⑷

(
二
八
二
)

太
康
三
年
歲
壬
寅
︑
二
�
廿
日
︑
吾
作
悦
︑
⁝
⁝

(
五
島
六
四
)

⑸

(
二
二
三
)

黃
武
二
年
大
歲
在
癸
卯
︑
�
作
元
悦
︑
⁝
⁝

(
梅
原
・
吳
三
︑
小
校
一
六
・
七
三
裏
)

⑴
の
﹁
黃
武
七
年
七
�
戊
午
朔
七
日
甲
子
﹂
は
實
曆

(
乾
象
曆
)

で
あ
る
と
同
時
に
︑
干
荏
の
戊
午
は
﹁
茂
午
﹂
に
_
じ
︑
甲
子
は
﹁
曆
日

の
始
點
﹂
を
表
わ
す
吉
辰
で
あ
り
︑
日
付
の
﹁
七
年
七
�
七
日
﹂
は
五
行
壯
數
で
火
を
︑
老
數
で
金
を
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
す
吉
數
﹁
七
﹂
を
三
つ

重
ね
た
吉
日
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
鏡
師
の
陳
世
は
銘
�
に
﹁
紀


治
時
﹂
(
治
を


る
時
を
紀
す
)

と
刻
し
た
︒

⑵
の
赤
烏
元
年
に
は
八
�
に
改
元
し
た
︒
X
上
し
て
も
︑
五
�
は
辛
卯
朔
で
廿
日
は
庚
戌
︒
銘
�
の
﹁
五
�
丙
午
︑
廿
日
甲
子
﹂
は
�
辰
・

日
辰
と
も
虛
辭
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
五
�
朔
が
丙
午
な
ら
十
九
日
が
甲
子
で
︑
廿
日
は
乙
丑
に
な
る
︒
た
だ
︑
日
付
は
﹁
廿
日
﹂
が
吉
數
五
の

倍
數
で
良
日
で
あ
り
︑
干
荏
は
.
日
の
﹁
甲
子
﹂
が
曆
日
の
始
點
を
表
わ
し
て
吉
辰
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
﹁
廿
日
甲
子
﹂
と
記
し
た
︒

⑶
の
円
安
二
十
四
年
の
﹁
正
�
甲
寅
朔
︑
十
四
日
丁
卯
﹂
は
實
曆
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
�
辰
の
甲
寅
は
甲

(
東
・
陽
氣
出
現
)×

寅

(
孟
春
一

�
・
陽
氣
怨
生
)
︑
�
び
日
辰
の
丁
卯
は
丁

(
火
・
陽
氣
盛
大
)×

卯

(
東
・
陽
氣
出
現
)

で
︑
と
も
に
孟
春
正
�
に
相
應
し
い
︒

⑷
の
太
康
三
年
の
歲
在
﹁
壬
寅
﹂
︑
⑸
の
黃
武
二
年
の
歲
在
﹁
癸
卯
﹂
は
︑
ど
ち
ら
も
實
曆
で
あ
り
︑
ど
ち
ら
も
陽
氣
怨
生
を
表
わ
す
︒

二

干
荏
組
合
せ
と
作
鏡
年
�
日
の
�
擇
に
よ
る
鏡
品
質
・
世
界
の
強


紀
年
銘
に
お
け
る
干
荏
記
述
が
︑
そ
の
鏡
品
質
を
強

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
が
︑
そ
の
中
に
は
︑
特
定

の
干
荏
を
い
く
つ
か
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
さ
ら
に
複
雜
な
�
味
{
(
を
�
入
し
︑
そ
の
鏡
品
質
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
表
象

し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
連
續
す
る
二
つ
の
干
荏
を
組
み
合
わ
せ
て
互
い
の
�
味
を
相
乘
�
に
增
幅
・
強


し
た
り
︑
あ
る
い
は
︑
實
曆
干
荏
を
陰
陽
變
奄
し
對
極
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
に
反
對
の
�
味
や
怨
し
い
性
質
を
與
え
︑
目
�
と
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す
る
鏡
品
質
の
實
現
を
圖
っ
た
り
︑
さ
ら
に
は
︑
そ
う
し
た
干
荏
の
組
合
せ
に
陰
陽
五
行
の
循
�
・
再
生
の
原
理
を
�
入
し
て
︑
理
想
と
す
る

鏡
宇
宙
の
世
界
を
{
築
し
た
り
す
る
︒
他
方
で
は
︑
特
定
の
作
鏡
年
�
日
を
�
擇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
數
の
組
合
せ
の
中
に
陰
陽
五
行

�
�
味
{
(
を
�
入
し
た
り
︑
二
十
四
氣
の
特
定
時
�
と
對
應
さ
せ
た
り
︑
�
日
や
祝
日
に
作
鏡
し
て
︑
そ
の
祭
祀
が
招
來
す
る
福
祥
・
辟
�

の
力
を
鏡
中
に
�
入
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
︒
そ
し
て
︑
紀
年
銘
の
多
く
は
こ
う
し
て
�
ば
れ
た
干
荏
や
作
鏡
日
の
�
味
す
る
�
を
複
合
�
・

重
層
�
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
さ
ら
な
る
鏡
品
質
の
深

と
強

を
圖
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(
一
)
連
續
す
る
二
つ
の
干
荏
の
組
合
せ
に
よ
る
鏡
品
質
の
增
幅
と
強
�

丙
午
～
丁
巳

(
丙
↓
丁
︑
午
↑
巳
)
︑
壬
子
～
癸
丑

(
壬
↓
癸
︑
子
↓
丑
)

な
ど
の
連
續
す
る
二
つ
の
干
荏
に
お
い
て
は
︑
そ
の
�
味
內
容
は
互

い
に
�
似
す
る
︒
そ
こ
で
︑
銘
�
中
に
そ
う
し
た
二
つ
の
干
荏
を
︑
�
朔
・
日
辰
な
ど
と
し
て
同
時
に
存
在
さ
せ
︑
そ
の
表
象
す
る
�
味
の
相

乘
作
用
に
よ
っ
て
︑
鏡
の
品
質
を
增
幅
・
強

す
る
こ
と
を
圖
っ
た
︒
た
だ
︑
そ
れ
ら
は
︑
一
箇
�
が
高
々
三
十
日
で
あ
る
と
い
う
制
+
か
ら
︑

干
荏
組
合
せ
と
し
て
は
現
實
に
起
こ
り
得
な
い
よ
う
な
虛
辭
と
な
る
場
合
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
が
︑
鏡
銘
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
�

に
介
さ
な
か
っ
た
︒
以
下
に
銘
例
を
い
く
つ
か
擧
げ
る
︒

⑴

丁
巳
～
丙
午
：
(
二
一
九
)

円
安
廿
四
年
︑
五
�
丁
巳
朔
︑
卅
日
丙
午
�
︒
⁝
⁝

(
五
島
三
八
)

⑵

辛
丑
～
壬
子
：
(
二
二
〇
)

!
康
元
年
︑
二
�
辛
丑
朔
︑
十
二
日
壬
子
︑
⁝
⁝
玄
湅
違
︑
乃
成
以


︑
淸
不
可
言
︑
⁝
⁝

(
泉
屋
七
〇
)

⑶

午
未
～
辰
巳
：
(
二
二
六
)

黃
武
五
年
︑
二
�
午
未
朔
︑
六
日
辰
巳
︑
楊
州
會
稽
山
侌
安
本
里
︑
思
子
丂
︑
⁝
⁝

(
梅
原
・
吳
五
︑
五
島
二
〇
)

⑷

壬
子
～
癸
丑
：
(
二
二
七
)

黃
武
六
年
︑
五
�
壬
子
︑
四
日
癸
丑
︑
�
作
三
︒
命
之
︑
宜
王
且
侯
︒
⁝
⁝

(
梅
原
・
吳
六
︑
久
保
惣
五
六
)

⑸

己
巳
～
庚
午
：
(
二
六
一
)

永
安
四
年
︑
大
歲
己
巳
︑
五
�
十
五
日
庚
午
︑
�
作


鏡
︑
⁝
⁝

(
五
島
三
五
)

こ
の
う
ち
︑
⑵
︑
⑷
︑
⑸
に
つ
い
て
は
︑
-
�

(
二
)
�
び

(
三
)
で
詳
述
す
る
︒
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⑴
の
円
安
二
十
四
年
五
�
對
置
式
神
獸
鏡
の
實
曆
は
﹁
五
�
壬
子
朔
卅
日
辛
巳
﹂
で
あ
る
︒
但
し
︑
こ
の
年
の
五
�
は
小
の
�
だ
か
ら
三
十

日
は
な
く
︑
辛
巳
は
�
六
�
朔
に
な
る
︒

⑶
の
黃
武
五
年
二
�
同
向
式
鏡
の
實
曆
は
﹁
二
�
壬
申
朔
六
日
丁
丑
﹂
︒
た
だ
︑
こ
の
鏡
銘
は
干
荏
を
用
い
ず
︑
連
續
す
る
十
二
荏
の
辰た
つ

・

巳み

・
午う
ま

・

未
ひ
つ
じ

を
用
い
て
︑
�
朔
を
午
未
︑
日
辰
を
辰
巳
と
記
す
︒
�
朔
を
︑
梅
原
・
吳
五
�
び
五
島
二
〇
は
午
未
と
讀
み
︑
王
仲
殊
︹
一
九
八

七
︺
は
辛
未
ま
た
は
戊
未
の
�
り
と
す
る
︒
ま
た
︑
日
辰
を
︑
梅
原
・
五
島
・
王
は
と
も
に
庚
巳
の
譌
字
と
す
る
︒
し
か
し
︑
戊
未
や
庚
巳
は

六
十
干
荏
の
中
に
は
存
在
し
な
い
う
え
︑
﹁
庚
﹂
と
す
る
字
は
字
形
�
に
も
﹁
辰
﹂
の
E
字
で
あ
る
︒
午
未
は
正
午
か
ら
午
後
二
時
と
い
う
ま

さ
に
日
中
を
指
し
︑
辰
巳
は
午
.
八
時
か
ら
十
時
と
い
う
正
午
.
の
純
陽
の
時
を
表
わ
す
が
︑
い
ず
れ
も
︑
作
鏡
に
相
應
し
い
時
刻
で
あ
り
︑

干
荏
の
丙
午
・
丁
巳
の
イ
メ
ー
ジ
に
�
い
︒
な
お
︑
﹁
黃
武
五
年
の
二
�
六
日
﹂
を
陽
曆
奄
算
す
る
と
︑

�

日
の
春
分
に
當
る
︒

3

21

(
二
)
實
曆
干
荏
の
陰
陽
變
奄
︑
對
極
移
動
な
ど
に
よ
る
鏡
品
質
の
實
現

實
曆
干
荏
が
︑
そ
の
鏡
の
あ
る
べ
き
品
質
を
表
象
す
る
の
に
相
應
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
と
き
︑
虛
辭
と
し
て
の
吉
辰
を
�
入
す
る
の
で

あ
る
が
︑
そ
の
方
法
の
一
つ
に
︑
實
曆
干
荏
を
陰
陽
變
奄
し
た
り
︑
對
極
移
動
し
た
り
し
て
︑
こ
れ
に
正
反
對
の
�
味
や
怨
し
い
性
質
を
與
え
︑

こ
れ
に
よ
っ
て
︑
目
�
と
す
る
鏡
品
質
を
表
象
し
︑
實
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
が
あ
っ
た
︒
銘
例
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒

⑴

(
二
二
〇
)

!
康
元
年
︑
二
�
辛
丑
朔
︑
十
二
日
壬
子
︑
⁝
⁝
玄
湅
違
︑
乃
成
以


︑
淸
不
可
言
︑
⁝
⁝

(
泉
屋
七
〇
)

⑵

(
二
二
三
)

黃
初
四
年
︑
五
�
壬
午
朔
︑
十
四
日
乙
未
︑
會
稽
師
鮑
作


鏡
︑
⁝
⁝

(
五
島
四
二
・
四
三
)

⑶

(
二
二
五
)

黃
武
四
年
六
�
五
日
丙
辰
︑
作
長


悦
︑
⁝
⁝
鮑
師
揚
名
︑
無
已
人
去
之
︒
(
鄂
城
一
〇
四
︑
鄂
州
一
八
〇
)

⑷

(
二
二
七
)

黃
武
六
年
︑
十
一
�
丁
巳
朔
︑
七
日
丙
辰
︑
會
稽
山
陰
作
師
鮑
�
鏡
照


︑
⁝
⁝

(
鄂
城
一
一
〇
︑
鄂
州
一
八
一
)

⑴
の
"
康
元
年
二
�
對
置
式
神
獸
鏡
の
實
曆
は
﹁
二
�
丁
未
朔
十
二
日
戊
午
﹂
︒
本
鏡
銘
�
は
︑
陰
極
の
﹁
壬
子
﹂
を
日
辰
と
し
︑
こ
れ
と
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連
續
す
る
﹁
辛
丑
﹂
(
辛
↓
壬
︑
丑
↑
子
)

を
�
辰
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
陰
鏡
と
し
て
の
力
の
增
幅
・
強

を
圖
っ
て
い
る
か
に
見
え

る
が
︑
實
は
︑
�
黃
初
二
年
同
�
同
日
の
實
曆
が
本
鏡
銘
�
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
梅
原
末
治
︹
一
九
四
三
︺
は
﹁
こ
れ
は
鑄

(
者
の
何
等
か
の
�
圖
の
下
に
實
際
に
は
な
い
が
"
康
二
年
に
當
る
年
の
鑄
(
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
﹂
と
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
︑
王
仲

殊
︹
一
九
八
七
︺
は
﹁
孫
權
瓜
治
下
の
吳
地
の
鏡
工
は
そ
の
年
を
黃
初
二
年
と
せ
ず
︑
"
康
二
年
と
稱
し
て
い
た
﹂
と
し
︑
﹁
却
っ
て
う
っ
か
り

二
年
を
�
っ
て
元
年
に
作
っ
た
の
で
あ
る
﹂
と
し
た
︒
た
だ
︑
�
黃
初
二
年

(
"
康
二
年
)

の
二
�
十
二
日
は
︑
こ
れ
を
陽
曆
奄
算
す
る
と
3

�

日
と
な
り
︑
春
分
に
當
る
︒
鏡
銘
に
お
け
る
干
荏
記
述
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
︑
實
曆
と
は
言
え
︑
陰
極
の
壬
子
は

(
何
か
特
別
の
理
由
が

22
な
い
限
り
)

春
分
や
仲
春
二
�
に
相
應
し
く
な
い
︒
他
方
︑
本
鏡
銘
�
の
實
曆
は
︑
�
辰
が
丁
未
朔
で
︑
日
辰
が
戊
午
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
丁

(
火
・
陽
)×

未

(
午
後
二
時
・
火
金
の
閒
)+

戊
午

(
茂
午
・
陽
氣
盛
大
)

を
表
わ
す
か
ら
︑
む
し
ろ
︑
仲
春
二
�
に
お
け
る
陽
鏡
の
鑄
(
に
相
應
し

い
︒
そ
れ
で
は
何
故
︑
陽
鏡
)
合
の
實
曆
を
︑
わ
ざ
わ
ざ
︑
陰
鏡
�
)
の
虛
辭
の
干
荏
に
書
き
奄
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
思
う
に
︑
こ
の
年
の

二
�
一
日
に
日
食
が
あ
っ
た
こ
と
が
︑
そ
の
理
由
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
﹃
後
漢
書
﹄
獻
W
紀
に
よ
れ
ば
︑
円
安
二
十
五
年
春
正
�
庚
子
に
魏
王

曹
操
が
薨
去
し
︑
太
子
の
丕
が
位
を
襲
っ
た
が
︑
二
�
丁
未
朔
に
日
食
が
あ
っ
た
の
で
︑
三
�
に
﹁
"
康
﹂
と
改
元
し
た
と
す
る
︒
こ
の
事
實

は
︑
天
時
は
陽

(
仲
春
二
�
)

で
あ
る
の
に
︑
天
象
は
陰

(
日
食
)

で
あ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
鏡
師
は
こ
れ
を
陰
鏡
製
作
の
好
機
で
あ

る
と
捉
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
そ
こ
で
︑
實
曆
�
辰
の
丁
未
朔
の
﹁
丁
﹂
(
火
・
陽
)

を
﹁
辛
﹂
(
金
・
陰
)

に
陰
陽
變
奄
し
︑
か
つ
﹁
未
﹂

(
午
後
二
時
)

を
反
對
の
�
味
を
も
つ
對
極
の
﹁
丑
﹂
(
午
.
二
時
)

に
移
動
し
て
︑
こ
れ
を
﹁
辛
丑
朔
﹂
に
書
き
奄
え
︑
同
時
に
︑
そ
の
十
二
日

後
の
陰
極
﹁
壬
子
﹂
を
作
鏡
日
に
�
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
︑
天
象
に
從
っ
て
︑
陰
鏡
を
鑄
(
す
る
こ
と
に
し
た
︒
銘
�
に
﹁
玄
湅
違
︑
乃
成
以
�
︑

淸
不
可
言
﹂
(︿
三
﹀
違
を
玄
鍊
し
た
れ
ば
︑
乃
ち
成
る
に
�
を
以
て
し
︑
淸
ら
か
な
る
こ
と
言
ふ
可
ら
ず
)

と
述
べ
る
の
は
︑
本
鏡
が
淸
白
な
る
陰
鏡
で
あ

る
こ
と
を


張
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒

⑵
の
黃
初
四
年
五
�
對
置
式
神
獸
鏡
の
實
曆
は
﹁
五
�
戊
子
朔
十
四
日
辛
丑
﹂
︒
銘
�
に
は
﹁
五
�
壬
午
朔
十
四
日
乙
未
﹂
と
記
す
︒
た
だ
︑
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�
黃
初
五
年

(
吳
･
黃
武
三
年
)

の
五
�
十
四
日
を
吳
の
乾
象
曆
で
見
る
と
︑
銘
�
の
干
荏
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
︑
西
田
守
夫
︹
一
九
六
六
︺
は
︑

本
鏡
の
生
產
を
�
年
の
黃
初
五
年

(
黃
武
三
年
)

五
�
と
解
釋
し
︑
こ
れ
は
上
述
︑
"
康
元
年
鏡
銘
の
干
荏
が
�
黃
初
二
年
の
實
曆
と
一
致
す

る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
︑
王
仲
殊
︹
一
九
八
七
︺
は
﹁
黃
武
二
年

(
黃
初
四
年
)

十
�
︑
吳
と
魏
の
兩
國
は
完
D
に
斷
�

し
た
﹂
か
ら
﹁
黃
武
三
年

(
黃
初
五
年
)

に
吳
國
の
工
匠
が
武
昌
で
作
っ
た
銅
鏡
の
銘
�
に
︑
魏
の
黃
初
の
年
號
を
使
用
し
た
可
能
性
は
D
く

な
い
﹂
と
し
︑
﹁
こ
の
鏡
は
銘
�
に
あ
る
と
お
り
︑
黃
初
四
年

(
黃
武
二
年
)

に
作
ら
れ
た
﹂
も
の
で
あ
り
︑
﹁
銘
�
中
の
五
�
朔
日
と
十
四
日

の
干
荏

(
乾
象
曆
)

の
一
致
は
偶
然
で
あ
る
﹂
と
し
た
︒
本
鏡
が
﹁
黃
初
四
年
﹂
に
作
ら
れ
た
と
す
る
王
說
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
︑
た
だ
︑

筆
者
は
︑
こ
の
場
合
の
干
荏
の
一
致
も
︑
陰
陽
變
奄
・
對
極
移
動
の
觀
點
か
ら
說
�
し
て
み
よ
う
と
思
う
︒
す
な
わ
ち
︑
本
鏡
は
︑
夏
至
で
あ

る
陰
曆
五
�
中
旬
頃
に
製
作
し
よ
う
と
企
圖
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
夏
至
�
傍
の
十
四
日
は
辛
丑
で
あ
り
︑
そ
の
干
荏
は
む
し
ろ

陰
鏡
を
製
作
す
る
の
に
相
應
し
い
︒
そ
こ
で
︑
こ
れ
を
一
八
〇
度
回
轉
し
て
陰
陽
變
奄
・
對
極
移
動
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
辛

(
金
・
西
)
↓
乙

(
木
・
東
)
︑
丑

(
午
.
二
時
・
季
冬
十
二
�
)
↓
未

(
午
後
二
時
・
季
夏
六
�
)

と
し
て
﹁
乙
未
﹂
に
書
き
奄
え
た
が
︑
こ
こ
に
︑
乙
未
は
丙
午
�
傍

(
乙
～
丙
︑
午
～
未
)

に
位
置
す
る
干
荏
で
あ
り
︑
五
�
中
旬
に
お
け
る
陽
鏡
製
作
に
相
應
し
い
日
辰
で
あ
る
︒
作
鏡
日
の
十
四
日
が
乙
未
で
あ

れ
ば
︑
五
�
朔
は
﹁
壬
午
﹂
に
な
る
が
︑
こ
れ
も
水
火
協
力
を
表
わ
す
吉
辰
で
あ
る
︒
言
い
奄
え
る
と
︑
銘
�
は
陰
鏡
)
合
の
實
曆
を
︑
仲
夏

五
�
中
旬
に
相
應
し
い
﹁
水
火
協
力
・
陽
鏡
)
合
﹂
の
干
荏
に
變
奄
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
因
み
に
︑
あ
る
干
荏
に
十
干
の
陰
陽

變
奄
︑
十
二
荏
の
對
極
移
動
を
施
し
た
と
き
︑
そ
れ
が
�
年
の
同
�
同
日
の
干
荏
と
等
し
く
な
る
こ
と
が
あ
る
の
は
︑
陰
曆
の
一
年

(
閏
�
を

含
ま
な
い
)

が
︑
三
五
四
日

(
三
〇
日
の
大
�
が
六
箇
�
︑
二
九
日
の
小
�
が
六
箇
�
)

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
三
五
四
は
一
〇
で
割
る

と
四
餘
り
︑
一
二
で
割
る
と
六
餘
る
か
ら
︑
あ
る
年
の
﹁
壬
子
﹂
は
�
年
の
同
�
同
日
に
は
﹁
丙
午
﹂
に
な
り
︑
﹁
庚
申
﹂
は
﹁
甲
寅
﹂
に
な

る
の
で
あ
る
︒

⑶
の
黃
武
四
年
六
�
重
列
式
鏡
は
︑
實
曆
﹁
六
�
五
日
庚
辰
﹂
の
﹁
庚
辰
﹂
を
銘
�
に
は
﹁
丙
辰
﹂
と
記
す
︒
林
裕
己
︹
二
〇
一
〇
︺
は
︑
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吳
の
乾
象
曆
で
は
︑
.
年
の
黃
武
三
年
六
�
五
日
が
﹁
丙
辰
﹂
に
な
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
こ
れ
は
梅
原
・
西
田
氏
の
指
摘
と
ま
っ
た
く
E
の
現
象

で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
︑
 
せ
て
︑
作
鏡
者
が
銘
例
⑵
の
黃
初
四
年
五
�
鏡
と
同
じ
鮑
氏
で
あ
る
こ
と
を
I
�
し
た
︒
筆
者
は
︑
こ
の
干
荏
記
述

に
つ
い
て
も
別
の
觀
點
か
ら
說
�
し
よ
う
と
思
う
︒
す
な
わ
ち
︑
本
鏡
の
場
合
は
︑
實
曆
の
六
�
五
日
庚
辰
が
﹁
六
�
伏
日
﹂
に
當
た
る
こ
と

か
ら
︑
﹁
庚

(
金
)
﹂
を
n
け
︑
こ
れ
を
﹁
丙

(
火
)
﹂
に
變
奄
し
た
も
の
で
あ
る
︒
陰
曆
六
�
伏
日
は
一
年
の
中
で
�
も
暑
く
︑
そ
の
た
め
金
氣

が
火
氣
を
恐
れ
て
伏
藏
す
る
と
さ
れ
た
︒
﹁
伏
日
﹂
の
名
の
由
來
で
あ
る
︒
﹁
六
�
五
日
庚
辰
﹂
は
こ
れ
を
陽
曆
奄
算
し
て
計
算
す
る
と
︑
夏
至

後
の
第
四
庚
日
で
あ
る
﹁
中
伏
﹂
に
當
る
︒
﹃
荊
楚
歲
時
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
六
�
伏
日
に
は
湯
餠
を
作
っ
て
食
し
︑
名
づ
け
て
﹁
辟
惡
﹂

と
す
る
風
�
が
魏
よ
り
以
來
行
な
わ
れ
た
︒
こ
の
時
代
︑
特
に
三
國
・
西
晉
K
に
は
�
日
や
祭
日
に
作
鏡
す
る
風
�
が
あ
り
︑
こ
れ
を
記
す
鏡

銘
の
事
例
が
數
多
く
み
ら
れ
る
が
︑
本
鏡
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
.
年
六
�
五
日
の
﹁
丙
辰
﹂
が
�
年

(﹁
庚
戌
﹂
で
な
く
)
﹁
庚
辰
﹂

に
な
る
の
は
︑
こ
の
閒
に
閏
�
が
あ
り
︑
一
年
が
三
八
四
日
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
︒

⑷
の
黃
武
六
年
十
一
�
重
列
式
鏡
で
︑
銘
�
の
﹁
十
一
�
丁
巳
朔
七
日
丙
辰
﹂
は
虛
辭
︒
し
か
も
︑
日
辰
の
丙
辰
が
�
辰
の
丁
巳
の
.
日
に

當
る
か
ら
現
實
に
は
起
こ
り
得
な
い
︒
實
曆

(
乾
象
曆
)

は
﹁
十
一
�
壬
辰
朔
七
日
戊
戌
﹂
で
あ
る
が
︑
﹁
戊
戌
﹂
は
戊
も
戌
も
﹁
土
﹂
を
表
わ

し
︑
土
は
鑛
滓
に
つ
な
が
る
�
味
が
あ
る
か
ら
︑
必
ず
し
も
作
鏡
の
た
め
の
干
荏
と
し
て
相
應
し
く
な
い
︒
そ
こ
で
︑
﹁
戊

(
土
)
﹂
を
鏡
の
陽

を
表
わ
す
﹁
丙

(
火
)
﹂
に
變
奄
し
︑
夜
八
時

(
陰
)

に
位
置
す
る
﹁
戌
﹂
を
︑
�
八
時

(
陽
)

の
﹁
辰
﹂
に
對
極
移
動
し
て
︑
﹁
丙
辰
﹂
と
し

た
︒
同
時
に
�
辰
の
﹁
壬
辰
﹂
に
つ
い
て
も
︑
陰
の
﹁
壬

(
水
)
﹂
を
對
極
陽
の
﹁
丁

(
火
)
﹂
に
變
奄
し
︑
 
せ
て
︑
﹁
辰

(
午
.
八
時
)
﹂
を
陽

氣
隆
盛
の
﹁
巳

(
午
.
十
時
)
﹂
に
移
動
し
て
︑
鏡
の
陽
を
強
'
し
た
︒
こ
う
し
て
變
奄
し
た
�
辰
の
﹁
丁
巳
﹂
と
日
辰
の
﹁
丙
辰
﹂
と
は
互
い

に
�
り
合
う
干
荏

(
丙
↓
丁
︑
辰
↓
巳
)

で
あ
り
︑
か
つ
︑
ど
ち
ら
も
陽
極
﹁
丙
午
﹂
の
�
傍
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
︑
作
鏡
の
た
め
の
吉
辰
と

し
た
︒
ま
た
︑
作
鏡
日
の
﹁
七
﹂
は
五
行
壯
數
で
火
︑
老
數
で
金
を
表
わ
す
︒
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(
三
)
陰
陽
五
行
の
循
%
︑
再
生
を
表
わ
す
干
荏
を
用
い
た
鏡
宇
宙
の
原
理
の
表
象

｢
陰
陽
五
行
︑
周め
ぐ

り
て
復
た
始
ま
る
﹂
と
い
う
陰
陽
五
行
の
循
�
・
再
生
の
原
理
を
︑
干
荏
組
合
せ
や
�
數
對
應
に
よ
っ
て
表
象
し
︑
こ
の

鏡
が
宇
宙
の
洩
大
で
神
秘
�
な
法
則
に
從
っ
て
︑
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を


張
し
た
︒
銘
例
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒

⑴

(
二
二
七
)

黃
武
六
年
︑
五
�
壬
子
︑
四
日
癸
丑
︑
�
作
三
︒
命
之
︑
宜
王
且
侯
︒
⁝
⁝

(
梅
原
・
吳
六
︑
久
保
惣
五
六
)

⑵

(
二
二
九
)

黃
龍
元
年
︑
太
歲
在
丁
酉
︑
七
�
壬
子
朔
︑
十
三
日
甲
子
︑
師
陳
世
�
作
三
湅


鏡
︑
⁝
⁝

(
五
島
三
二
︑
久
保
惣
五
七
)

⑶

(
二
三
〇
)

黃
龍
二
年
︑
七
�
丁
未
朔
七
日
癸
丑
︑
太
師
鮑
豫
而
作


鏡
︒
⁝
⁝

(
鄂
城
一
一
二
︑
鄂
州
一
八
五
)

⑷

(
二
六
一
)

永
安
四
年
︑
大
歲
己
巳
︑
五
�
十
五
日
庚
午
︑
�
作


鏡
︑
⁝
⁝

(
五
島
三
五
)

⑴
の
黃
武
六
年
五
�
重
列
式
鏡
に
お
い
て
︑
實
曆
は
﹁
五
�
乙
未
四
日
戊
戌
﹂
︒
銘
�
の
﹁
五
�
壬
子
四
日
癸
丑
﹂
は
︑
朔
日
が
壬
子
な
ら

癸
丑
は
�
二
日
で
あ
る
か
ら
︑
四
日
癸
丑
は
あ
り
得
な
い
︒
銘
�
は
︑
黃
武
﹁
六
﹂
年
﹁
五
﹂
�
﹁
四
﹂
日
(
作
﹁
三
﹂
と
い
う
發
想
の
下
︑

六×

五×

四×

三=

三
六
〇=

一
年
︑
を
表
わ
そ
う
と
企
圖
し
た
も
の
で
あ
る
︒
同
時
に
︑
そ
の
干
荏
は
陰
極
の
壬
子
が
﹁
¢
而
復
始
﹂
と
い

う
一
年
の
¢
り
と
始
ま
り
を
表
わ
し
︑
ま
た
︑
�
辰
の
壬
子
か
ら
日
辰
の
癸
丑
へ
と
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
は
︑
一
年
の
循
�
と
陽
氣
再
生
を
表
わ

す
︒
さ
ら
に
︑
六
は
易
の
老
陰
數
を
︑
五
は
午
に
_
じ
て
�
陽
數
を
︑
四
は
五
行
生
數
で
金
を
︑
三
は
五
行
老
數
で
火
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
�
味
す

る
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
數
は
︑
六

(
陰
)×

五

(
陽
)×

四

(
金
)×
三

(
火
)
︑
と
な
り
︑
陰
陽
'
和
・
金
火
融
合
を
表
わ
し
て
も
い
る
︒
紀
年
銘
に

つ
づ
く
﹁
命
之
﹂
の
字
句
は
﹁
こ
れ
が
分
か
れ
ば
﹂
の
�
味
︒
﹃
孟
子
﹄
滕
�
公
上
に
﹁
徐
子
以
吿
夷
子
︒
夷
子
憮
然
爲
閒
曰
︑
命
之
矣
︒
｣
と

あ
り
︑
後
漢
･
趙
岐
の
I
に
﹁
命
之
︑
¤
言
¥
命
敎
矣
︒
﹂
と
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
銘
�
中
に
隱
さ
れ
た
陰
陽
五
行
の
循
�
・
再
生
の
原
理
を
讀

み
解
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
﹁
宜
王
且
侯
﹂
す
な
わ
ち
﹁
王
や
侯
に
も
な
れ
る
だ
ろ
う
﹂
と


張
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

⑵
の
黃
龍
元
年
丁
酉
七
�
重
列
式
鏡
の
︑
實
曆
歲
在
が
己
酉
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
︒
本
鏡
は
こ
れ
を
﹁
丁
酉
﹂
と
記
す
︒
梅
原
は

﹁
丁
﹂
を
﹁
己
﹂
の
衣
體
字
と
し
た
が
︑
﹁
丁
﹂
の
E
字
で
あ
る
︒
歲
在
以
外
の
﹁
七
�
壬
子
朔
十
三
日
甲
子
﹂
は
實
曆

(
乾
象
曆
)

を
記
す
︒
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思
う
に
︑
本
鏡
の
銘
�
は
︑
こ
の
年
の
七
�
が
﹁
壬
子
朔
﹂
で
︑
そ
の
十
三
日
が
﹁
甲
子
﹂
と
な
る
こ
と
に
想
を
得
て
︑
そ
の
歲
在
の
己
酉
を

﹁
丁
酉
﹂
に
變
奄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
陰
陽
五
行
の
循
�
・
再
生
の
原
理
を
表
象
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
﹁
丁
酉
﹂
へ
の
變
奄
は
︑
一

つ
に
は
︑
丁

(
火
)×

酉

(
金
)

が
作
鏡
�
七
の
表
わ
す
﹁
壯
數
火×

老
數
金
﹂
と
同
'
す
る
か
ら
で
あ
る
が
︑
同
時
に
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑

﹁
丁
酉×

壬
子×
甲
子
﹂
と
い
う
類
義
の
三
つ
の
干
荏
を
重
ね
合
わ
せ
︑
﹁
陽
氣
の
復
活
・
再
生
・
循
�
﹂
を
表
わ
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
丁
酉
﹂

は
︑
酉=

正
西=
日
沒
地=

火
死
於
酉=

陽
生
酉
仲
︑
で
あ
る
か
ら
︑
陽
氣
復
活
を
�
味
す
る
︒
こ
こ
に
︑
﹁
火
死
於
酉
﹂
は
﹃
五
行
大
義
﹄

卷
二
・
論
生
死
�
に
見
え
︑
﹁
陽
生
酉
仲
﹂
は
﹃
詩
經
﹄
小
1
・
采
薇
の
﹁
歲
亦
陽
止
﹂
の
駅
に
﹁
詩
雲
曰
︑
陽
生
酉
仲
︑
陰
生
戌
仲
︒
﹂
と
あ

る
︒
ま
た
︑
﹁
壬
子
﹂
は
﹃
說
�
﹄
十
四
下
に
﹁
壬
︑
位
北
方
也
︒
陰
極
陽
生
︒
﹂
︑
﹁
子
︑
十
一
�
︑
陽
氣
動
︑
萬
物
滋
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

陽
氣
再
生
を
�
味
す
る
︒
さ
ら
に
︑
﹁
甲
子
﹂
は
六
十
干
荏
の
始
點
で
あ
り
︑
﹁
周
而
復
始
｣
︑
す
な
わ
ち
︑
陰
陽
循
�
を
�
味
す
る
︒

⑶
の
黃
龍
二
年
七
�
重
列
式
鏡
で
は
︑
銘
�
の
﹁
七
�
丁
未
朔
七
日
癸
丑
﹂
は
實
曆

(
乾
象
曆
)

で
あ
る
︒
し
か
も
︑
�
辰
の
丁
未

(
火
弟×

午
後
二
時
)

は
︑
極
陽
の
丙
午

(
火
兄×

正
午
十
二
時
)

を
過
ぎ
て
陰
氣
成
長
す
る
時
刻
を
表
わ
し
︑
孟
秋
﹁
七
�
﹂
に
相
應
し
い
︒
對
す
る
に
︑

﹁
七
日
﹂
の
癸
丑

(
水
弟×

午
.
二
時
)

に
は
︑
極
陰
の
壬
子

(
水
兄×

夜
F
十
二
時
)

を
過
ぎ
て
陽
氣
再
生
す
る
兆
し
が
示
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

極
陽
を
過
ぎ
て
陰
へ
と
向
か
う
﹁
丁
未
﹂
か
ら
︑
極
陰
を
過
ぎ
て
陽
へ
と
移
る
﹁
癸
丑
﹂
の
干
荏
ベ
ク
ト
ル
は
︑
ま
さ
に
﹁
周
而
復
始
﹂
と
い

う
陰
陽
五
行
の
循
�
・
再
生
の
大
法
則
を
表
象
し
て
い
る
︒
な
お
︑
﹁
七
�
七
日
﹂
は
作
鏡
の
吉
數
七

(
壯
數
火×

老
數
金
)

を
重
ね
た
吉
日
で

あ
り
︑
�
句
の
七
夕
で
あ
る
︒

⑷
の
永
安
四
年
己
巳
五
�
重
列
式
鏡
の
實
曆
は
﹁
大
歲
辛
巳
︑
五
�
十
五
日
辛
酉
﹂
で
あ
り
︑
銘
�
の
﹁
大
歲
己
巳
︑
五
�
十
五
日
庚
午
﹂

は
虛
辭
で
あ
る
︒
思
う
に
︑
本
鏡
で
は
︑
大
歲
﹁
己
巳
﹂
︑
作
鏡
日
﹁
庚
午
﹂
と
い
う
連
續
す
る
干
荏

(
己
↓
庚
︑
巳
↓
午
)

を
用
い
て
︑
大
歲

(
己
巳
)

す
な
わ
ち
天
�
に
感
應
し
て
︑
人
事
の
作
鏡

(
庚
午=

金×

火=

鏡
)

が
實
現
す
る
︑
と
い
う
天
人
相
關
す
る
宇
宙
原
理
を
表
わ
し
︑
ま

た
︑
大
歲
の
己

(
土
)

か
ら
作
鏡
日
の
庚

(
金
)

が
生
じ
る
︑
と
い
う
五
行
相
生

(
土
生
金
)

の
大
法
則
を
表
わ
そ
う
と
企
圖
し
た
も
の
で
あ
ろ
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う
︒
な
お
︑
本
鏡
の
作
鏡
年
�
日
﹁
四
年
五
�
十
五
日
﹂
の
﹁
四
﹂
は
五
行
生
數
の
金
を
表
わ
し
︑
﹁
五
﹂
は
�
陽
�
で
火
を
表
わ
す
︒
さ
ら

に
﹁
十
五
﹂
は
そ
の
五
を
三
回
加
え
た
吉
數
で
あ
り
︑
§
日
で
あ
る
︒

(
四
)
陰
陽
五
行
+
,
數
を
作
鏡
年
�
日
な
ど
に
用
い
た
鏡
品
質
・
世
界
の
表
象

こ
れ
ま
で
に
も
︑
�
陽
數
五
や
極
陽
數
九
�
び
そ
れ
ら
の
倍
數
︑
陽
�
乃
至
は
完
D
數
と
し
て
の
十
︑
壯
數
で
火
・
老
數
で
金
を
表
わ
す
七

な
ど
︑
特
定
の
吉
數
を
用
い
る
例
に
つ
い
て
言
�
し
た
︒
こ
こ
で
は
︑
五
行
や
五
�
に
對
應
す
る
生
數
・
壯
數
・
老
數
な
ど
の
�
數
を
用
い
て
︑

そ
の
あ
る
べ
き
鏡
品
質
や
鏡
世
界
を
{
築
し
︑
表
象
し
よ
う
と
す
る
鏡
銘
を
取
り
上
げ
る
︒

①

鏡
の
鑄
�
と
品
質

(
以
下
︑
生
數
︑
壯
數
︑
老
數
の
﹁
數
﹂
を
省
略
)

五
行
の
﹁
金
﹂
は
生
四
・
壯
九
・
老
七
に
︑
﹁
火
﹂
は
生
二
・
壯
七
・
老
三
に
︑
﹁
水
﹂
は
生
一
・
壯
六
・
老
五
に
對
應
す
る
︒
ま
た
︑
五
�

の
﹁
宮
﹂
は
五
行
�
數
の
生
五
・
壯
十
・
老
一
に
︑
﹁
商
﹂
は

(
五
行
の
﹁
金
﹂
で
も
あ
る
が
)

生
四
・
壯
九
・
老
七
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
對
應
す
る
︒

こ
れ
ら
を
)
宜
組
み
合
わ
せ
て
︑
作
鏡
年
�
日
な
ど
を
{
成
し
︑
鏡
の
鑄
(
や
品
質
を
表
わ
し
た
︒
銘
例
の
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
︒

⑴

(
二
四
二
)

赤
烏
五
年
三
�
七
日
︑
首
夫
天
下
悦

(
鄂
城
一
一
四
︑
鄂
州
一
九
二
)

五=

老
水
︑
三=

老
火
︑
七=

老
金
で
︑
年
�
日
が
鏡
X
素
の
水
火
金
に
對
應
す
る
︒

⑵

(
二
六
〇
)

甘
露
五
秊
二
�
四
日
︑
右
尙
方
師
作
悦
︑
淸
且



(
梅
原
・
魏
七
︑
五
島
九
)

五=

老
水
︑
二=

生
火
︑
四=

生
金
︒
年
�
日
が
鏡
の
水
火
金
に
對
應
す
る
︒

⑶

(
二
五
三
)

円
興
二
年
九
�
一
日
︑
�
作


悦
︑
五
練
九
違

(
梅
原
・
吳
二
二
︑
小
校
一
六
・
七
四
裏
)

二=

生
火
︑
九=

壯
金×

壯
商
︑
一=

生
水
︑
五=

生
宮
︒
年
�
日
の
二
・
九
・
一
が
鏡
X
素
の
火
金
水
に
︑
五
練
九
違
の
五
・
九

が
鏡
原
料
の
宮
商
に
對
應
す
る
︒
常
套
句
に
幽
湅
宮
商
・
幽
湅
三
違
・
幽
湅
三
商
が
あ
る
︒
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⑷

(
二
七
八
)

天
紀
二
秊
︑
七
�
七
日
〻

中
︑
九
湅
廿
七
商

(
梅
原
・
吳
六
一
︑
五
島
三
六
)

二=

生
火
︑
七=

壯
火×

老
金
︑
三=

老
火
︑
九=

壯
金
で
︑
年
�
日
が
二

(
火
)
・
七

(
火×

金
)
・
七

(
火×

金
)

に
︑
九
湅
廿
七
商

が
廿
七
商=

三
商×

九
湅=

三

(
火
)×

九

(
金
)=

七

(
火×

金
)

に
對
應
す
る
︒

②

作
鏡
年
�
日
の
,
數
と
作
鏡
日
の
干
荏

(
日
辰
)

と
の
對
應

作
鏡
年
�
や
作
鏡
�
日
の
表
わ
す
�
味
と
︑
作
鏡
日
の
干
荏

(
但
し
銘
�
に
は
必
ず
し
も
記
さ
れ
て
い
な
い
)

の
示
す
�
味
と
を
對
應
さ
せ
︑
こ

れ
に
よ
っ
て
︑
鏡
製
作
の
必
然
性
を
強
'
し
︑
そ
の
品
質
を
強

す
る
こ
と
を
圖
っ
た
︒

⑴

(
二
五
五
)

五
鳳
二
年
正
�
廿
九
日
︑
董
霸
作
鏡

(
皖
江
一
六
四
頁
)

﹁
五
鳳
二
年
正
�
廿
九
日
﹂
は
壬
午
︒
二
年
正
�=

二

(
生
火
)×

一

(
生
水
)=

壬

(
水
)×

午

(
火
)=

廿
九
日
︑
が
對
應
す
る
︒

⑵

(
二
五
九
)

永
安
二
年
七
�
卅
日
︑
�
作


鏡
︑
可
以
照
𠛬
(
形
)
(
梅
原
・
吳
四
三
)

｢
永
安
二
年
七
�
卅
日
﹂
は
丁
巳
︒
二
年
七
�=

二

(
生
火
)×

七

(
壯
火
)=

丁

(
火
)×

巳

(
火
)=

卅
日
︑
が
對
應
す
る
︒

⑶

(
二
八
〇
)

太
康
元
年
八
�
七
日
丁
卯
︑
廾
(
恭
)
作
此
悦

(
梅
原
・
六
�
六
︑
小
校
一
六
・
七
八
表
)

﹁
太
康
元
年
八
�
七
日
丁
卯
｣
(
日
辰
は
虛
辭
)

で
︑
八
�
七
日=

八

(
壯
東
)×

七

(
壯
火
)=

丁

(
火
)×

卯

(
東
)=

丁
卯
︑
が
對
應
す
る
︒

⑷

(
二
八
二
)

太
康
三
秊
六
�
卅
日
︑
吾
作


悦

(
梅
原
・
六
�
一
二
︑
五
島
六
五
)

こ
の
年
の
六
�
は
小
�
で
廿
九
日
ま
で
︒
﹁
卅
日
﹂
は
�
記
か
︒
卅
日
が
廿
九
日
の
�
記
な
ら
︑
日
辰
は
癸
卯
と
な
り
︑
三
年
六
�=

三

(
生
東
)×

六

(
壯
水
)=

癸

(
水
)×

卯

(
東
)=

廿
九
日
︑
が
對
應
す
る
︒

③

鏡
宇
宙
の
表
象

円
安
式
の
重
列
式
神
獸
鏡
の
中
に
は
︑
五
行
數
や
五
�
數
だ
け
で
な
く
︑
易
數
や
天
地
四
方
を
表
わ
す
數
な
ど
を
用
い
て
︑
宇
宙
や
神
々
の

世
界
を
鏡
中
に
{
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
︒
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⑴

(
二
〇
三
)

⁝
⁝
白
牙
黃
	
︑
單
琴
除
兇
︑
朱
鳥
玄
武
︑
白
乕
靑
龍
︑
円
安
八
年
六
�
三
日
�

(
梅
原
總
目
一
二
頁
)

作
鏡
年
の
八
は
﹃
大
戴
禮
﹄
本
命
解
に
﹁
八
者
維
剛
也
︒
﹂
︑
I
に
﹁
八
爲
方
維
︒
﹂
と
あ
り
︑
宇
宙
の
八
方
を
區
畫
し
て
神
々
を
そ
の

座
位
に
繫
ぎ
留
め
る
﹁
維
剛
﹂
を
表
わ
す
︒
作
鏡
�
日
の
六
は
壯
數
で
水

(
北
位
)

を
︑
三
は
老
數
で
火

(
南
位
)

を
表
わ
す
が
︑
鏡

品
質
と
し
て
は
水
火
に
對
應
し
︑
鏡
宇
宙

(
圖
o
)

と
し
て
は
︑
六
が
北
極
の
天
皇
大
W
と
中
央
北
位
の
黃
W
に
︑
三
が
南
極
の
老

人
星
と
中
央
南
位
の
伯
牙
に
對
應
す
る
︒
ま
た
︑
六
は
天
地
四
方
の
六
合
を
︑
三
は
天
地
人
の
三
才
を
表
わ
す
︒

⑵

(
二
〇
五
)

吾
作


悦
︑
幽
湅
宮
商
︑
周
亥
容
象
︑
五
	
三
皇
︑
白
牙
單
琴
︑
黃
	
除
兇
︑
⁝
⁝
円
安
十
年
五
�
六
日
作

(
梅
原
・
漢
二
九
)

五
行
壯
數
の
十
や
生
數
の
五
が
對
應
す
る
五
�
の
﹁
宮
﹂
は
︑
﹃
禮
記
﹄
樂
記
に
﹁
宮
爲
君
﹂
と
あ
っ
て
︑
君
位
を
表
わ
し
︑
易
數
の

五
は
︑
﹃
易
經
﹄
泰
卦
の
﹁
六
五
﹂
に
對
す
る
後
漢
の
荀
爽
の
九
家
I
に
﹁
五
者
W
位
﹂
︑
賁
卦
・
彖
傳
の
﹁
天
�
也
﹂
に
對
す
る
吳

の
©
ª
I
に
﹁
五
︑
天
位
﹂
と
あ
っ
て
︑
W
位
・
天
位
を
表
わ
す
︒
老
陰
數
の
六
と
と
も
に
︑
こ
れ
ら
は
銘
�
の
五
W
三
皇
や
白

牙
・
黃
W
に
對
應
す
る
︒

⑶

(
二
一
四
)

円
安
十
九
年
八
�
五
日
︑
吾
作
悦
︒
⁝
⁝
白
牙
單
琴
︑
黃
	
仙
人
︑
東
王
父
西
母
︑
⁝
⁝

(
鄂
城
五
二
︑
鄂
州
一
四
二
)

八=

八
維
・
維
剛
︑
五=

�
陽
數×

W
位

(
天
位
)
︒
作
鏡
年
の
十
九
の
�
味
は
未
詳
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
﹁
十+

九
﹂
と
解
し
て
よ

け
れ
ば
︑
十=

完
D
數×

壯
宮

(
君
位
)
︑
九=

極
陽
數×

5
位
︑
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
︒

④

五
	


鏡
の
製
作

吳
の
嘉
禾
年
閒
に
製
作
さ
れ
た
重
列
式
神
獸
鏡
に
は
﹁
五
W
�
悦
﹂
の
名
稱
を
Q
す
る
も
の
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
五
W
�
鏡
に
お
い
て
は
︑

�
陽
數
の
﹁
五
﹂
や
極
陽
數
の
﹁
九
﹂
な
ど
を
用
い
て
W
位
や
5
位
を
表
わ
し
︑
鏡
徑
に
も
﹁
五
寸
﹂
の
規
格
を
x
用
す
る
も
の
が
多
い
︒

⑴

(
二
三
三
)

嘉
禾
二
年
正
�
大
歲

[
丑
]
︑
五
寸
五
	


悦

(
鄂
城
一
一
三
︑
鄂
州
一
八
六
)

二
年
正
�=

二

(
生
火
)×

一

(
生
水

[
北
位
]
・
老
宮

[
君
位
]
)
︑
ま
た
︑
五=
�
陽
數×

生
宮

(
君
位
)×

W
位

(
天
位
)
︒
な
お
︑
本
鏡
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の
徑
は
一
一
・
八
㎝
︒
江
西
省
南
昌
市
出
土
︹
江
西
省
�
物
管
理
委
員
會
・
一
九
六
五
︺
の
三
國
吳
・
銅
製
一
尺
物
差

(
二
三
・
五
㎝
)

に

よ
っ
て
吳
尺
奄
算
す
る
と
︑
五
・
〇
二
寸
と
な
り
︑
五
寸
鏡
の
規
格
︒

⑵

(
二
三
五
)

嘉
禾
四
年
九
�
午
日
︑
安
樂
�
作
[
五
寸
]
五
	


悦

(
梅
原
・
吳
一
二
︑
五
島
三
四
)

四
年
九
�
午
日=

四

(
生
金
)×

九

(
極
陽
・
5
位
)×

午

(
�
陽
・
W
位
)
︒
本
鏡
の
徑
は
一
一
・
七
㎝
︒
吳
尺
奄
算
す
る
と
︑
四
・
九
八

寸
の
五
寸
鏡
︒
な
お
︑
五
島
三
四
︑
梅
原
・
吳
一
二
と
も
﹁
五
寸
﹂
の
字
を
未
讀
︒

⑶

(
二
三
六
)

嘉
禾
五
年
五
�
壬
寅
朔
五
日
丙
午
︑
太
師
鮑
豫
�
作
五
	


悦

(
鄂
州
一
八
八
)

五
年
五
�
五
日
丙
午
は
︑

數
五
を
連
ね
た
吉
日
か
つ
陽
氣
�
大
の
吉
辰
で
あ
り
︑
端
午
の
�
句
で
あ
る
︒
干
荏
は
實
曆

(
乾
象
曆
)
︒

本
鏡
の
徑
一
三
・
二
㎝
を
吳
尺
奄
算
し
た
五
・
六
二
寸
は
︑
五
寸
五
分
の
規
格
で
あ
ろ
う
︒

⑷

(
二
三
六
)

嘉
禾
五
年
九
�
十
五
日
︑
安
樂
�
作
七
寸
五
	


悦

(
鄂
州
一
八
七
)

五
年
九
�
十
五
日=

五

(
�
陽
･
W
位
)×

九

(
極
陽
・
5
位
)×

十
五

(

數
五+

五+

五
)
︒
七=

壯
火×

老
金

(
秋
)
︒
本
鏡
規
格
の
七
寸

(
徑
一
六
・
〇
㎝
︒
吳
尺
奄
算
し
て
六
・
八
一
寸
)

は
︑
季
秋
九
�
の
製
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
人
の
本
命
の
屬
す
る
�
を
定
め
る
と
さ
れ

る
老
數

(
<
�
數
)

で
︑
金
・
秋
を
表
わ
す
七
を
�
ん
だ
も
の
︒

⑤

	
位
・
君
位
・
2
位
の
表
象

西
晉
の
泰
始
︑
太
康
年
閒
の
紀
年
鏡
に
は
︑
W
位
・
君
位
・
5
位
な
ど
を
表
わ
す
�
數
對
應
の
組
合
せ
を
作
鏡
年
�
日
に
用
い
て
︑
そ
の
鏡

の
性
格
を
規
定
し
︑
表
象
す
る
も
の
が
あ
る
︒

⑴

(
二
七
〇
)

泰
始
六
年
五
�
七
日
鏡
︑
公
王
君
靑
同
︑
大
□

(
梅
原
・
六
�
一
︑
五
島
一
五
)

﹃
易
經
﹄
泰
卦
に
﹁
六
五
︑
W
乙
歸
妹
︒
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
九
家
I
に
﹁
六
五
以
陰
處
5
位
︒
W
者
之
姉
妹
︒
﹂
と
あ
る
︒
本
鏡
銘
は
こ

の
卦
辭
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
高
い
︒
す
な
わ
ち
︑
作
鏡
年
�
日
の
數
﹁
六
・
五
・
七
﹂
は
銘
�
の
﹁
公
王
君
靑
同
﹂
に
對
應
し
︑
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﹁
六
五
﹂
が
W
者
の
姉
妹
す
な
わ
ち
﹁
公
王
君
﹂
を
︑
﹁
七

(
火×

金
)
﹂
が
銅
鏡
す
な
わ
ち
﹁
靑
同
﹂
を
表
わ
す
︒
﹁
君
﹂
は
女
君
・
夫

人
の
�
味
︒

⑵

(
二
七
四
)

泰
始
十
年
正
�
[
九
]
日
壬
[
寅
]
︑
[
吾
�
]
作
吳
𠛬
[


悦
]
(
梅
原
・
六
�
四
)

十=
完
D
數×

壯
宮

(
君
位
)
︑
正

(
一
)=

始
數×

老
宮

(
君
位
)
︑
九=

極
陽
數×

5
位
︒
壬
寅

(
實
曆
)

は
曆
日
・
陰
陽
の
始
點
︒

ま
た
︑
﹁
正
�
九
日
﹂
の
陽
曆
は

�

日
で
立
春
の
+
二
日
.
︒

2

2

⑶

(
二
八
〇
)

太
康
元
年
五
�
九
日
︑
�
作


悦
︑
百
湅
靑
銅

(五
島
六
二
)

元

(
一
)=

始
數×
老
宮

(
君
位
)
︑
五=

�
陽
數×

生
宮

(
君
位
)×

W
位
︑
九=

極
陽
數×

5
位
︒
﹁
五
�
九
日
﹂
の
陽
曆
は

�
6

23

日
で
夏
至
の
一
︑
二
日
後
︒
夏
至
當
日
で
な
く
︑
極
陽
數
の
九
日
を
�
ん
だ
︒

⑥

東
王
父
・
西
王
母
の
表
象

西
晉
の
泰
始
︑
太
康
鏡
の
中
に
は
︑
五
行
�
數
を
用
い
て
︑
銘
�
や
鏡
背
圖
o
に
み
え
る
東
王
父
や
西
王
母
な
ど
を
表
象
す
る
も
の
が
あ
る
︒

⑴

(
二
七
三
)

泰
始
九
年
三
�
七
日
︑
張
氏
作
靑
同
悦
︑
甚
大
工
︑
⁝
⁝
上
�
東
王
父
・
泰
元
・
西
王
母
︑
2
宜
命
天
︑
⁝
⁝

(
梅
原
・
六

�
三
︑
久
保
惣
六
四
︑
五
島
二
二
)

作
鏡
年
�
日
は
︑
老
數
で
九

(
木×

東
)
︑
三

(
火×
南
)
︑
七

(
金×

西
)

を
表
わ
す
︒
銘
�
の
泰
元
は
伯
牙
彈
琴
宴
と
し
て
天
の
南
位

に
倒
置
し
て
描
か
れ
︑
東
王
父
は
鈕
を
挾
ん
で
左
側
の
東
位
に
︑
西
王
母
は
右
側
の
西
位
に
描
か
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
老
數
の

九
・
三
・
七
は
︑
そ
の
ま
ま
の
順
序
で
︑
銘
�
の
﹁
上
Q
東
王
父
・
泰
元
・
西
王
母
﹂
︑
�
び
︑
鏡
背
の
三
神
宴
の
神
格
と
對
應
す
る
︒

⑵

(
二
八
一
)

太
康
二
秊
三
�
九
日
︑
吳
郡
工
淸
羊
�
作
之
鏡
︑
東
王
公
・
西
王
母

(
五
島
六
三
︑
浙
江
修
訂
八
一
)

作
鏡
年
�
日
は
︑
二

(
生
火
・
南
)
︑
三

(
生
木
・
東
)
︑
九

(
壯
金
・
西
)
︒
こ
の
う
ち
︑
三
・
九
が
東
王
公
・
西
王
母
と
對
應
す
る
︒

⑶

(
二
八
三
)

太
康
四
年
正
�
廿
八
日
�
作
靑
悦
︑
⁝
⁝
東
王
之
公
・
西
王
之
母
︑
富
貴
世
〻

︑
吉
利
大
�

(
梅
原
・
六
�
一
四
)
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四

(
生
金
)
︑
正

(
孟
春
)
︑
廿
八=

四

(
生
金
)×

七

(
老
金
)
︒
東
を
表
わ
す
孟
春
正
�
が
東
王
之
公
に
︑
西
を
表
わ
す
金×

金
の
廿
八
日

が
西
王
之
母
に
對
應
す
る
︒
銘
�
に
は
金
の
�
數
が
多
用
さ
れ
る
が
︑
吉
祥
句
の
﹁
富
貴
世
々
︑
吉
利
大
:
﹂
と
關
係
し
て
い
よ
う
︒

(
五
)
二
十
四
氣
な
ど
の
時
4
5
傍
で
の
製
作
に
よ
る
鏡
品
質
の
表
象
と
實
現

作
鏡
年
�
日
を
﹃
朔
閏
表
﹄
に
よ
り
陽
曆
奄
算
す
る
と
︑
二
十
四
氣
の
�
傍
で
製
作
し
て
い
る
鏡
銘
が
あ
る
︒
そ
の
氣
候
が
發
す
る
陰
・
陽

の
力
を
鏡
中
に
�
入
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
紹
介
し
た
が
︑
そ
れ
以
外
の
特
}
�
な
數
例
を
取
り
上
げ
る
︒

⑴

(
二
五
八
)

永
安
元
年
︑
二
�
丁
巳
朔
︑
十
五
日
乙
未
�
︑
師
朱
武
作
九
湅
鏡

(
泉
屋
七
八
)

﹁
二
�
十
五
日
﹂
の
陽
曆
は

�

日
で
淸
�
に
當
る
︒

4

6

⑵

(
二
二
五
)

黃
武
四
年
四
�
廿
六
日
︑
作
氏
悦

(
泉
屋
七
一
)

﹁
四
�
廿
六
日
﹂
の
陽
曆
は

�

日
で
︑
小
滿
の
一
日
.
︒

5

20

⑶

(
二
三
八
)

赤
烏
元
年
五
�
廿
日
︑
�
作
[


鏡
]
︑
百
鍊
淸
銅
︑
⁝
⁝
�
鏡
先
師
︑
名
爲
周
公

(
五
島
四
七
)

﹁
五
�
廿
日
﹂
の
陽
曆
は

�

日
で
︑
夏
至
の
二
日
.
︒
夏
至
當
日
で
な
く
︑
こ
の
日
に
製
作
し
た
の
は
�
陽
數
五
の
倍
數
を
吉
日

6

19

と
し
て
�
ん
だ
も
の
︒
な
お
︑
周
公
は
﹃
春
秋
繁
露
﹄
五
行
相
生
で
は
︑
火
に
配
當
す
る
︒

⑷

(
一
九
六
)

円
安
元
年
五
�
廿
四
日
︑
示
氏
作
悦

(
鄂
城
五
〇
︑
鄂
州
一
四
〇
)

﹁
五
�
廿
四
日
﹂
の
陽
曆
は

�

日
と
な
り
︑
小
暑
に
當
る
︒
小
暑
は
太
陽
の
黃
經
が
一
〇
五
度
に
�
す
る
時
刻
で
︑
陰
曆
六
�
の

7

7

�
︑
陽
曆

�

日
・

日
頃
で
あ
る
が
︑
こ
の
頃
か
ら
し
だ
い
に
暑
く
な
る
︒
﹃
孝
經
雲
�
神
契
﹄
に
﹁
夏
至
後
十
五
日
︑
斗
指
丁

7

7

8

爲
小
暑
︒
﹂
と
あ
る
︒
丁
は
火
弟
で
あ
る
︒

⑸

(
二
五
九
)

永
安
二
年
七
�
四
日
︑
�
作


悦

(
梅
原
・
吳
四
四
)
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﹁
七
�
四
日
﹂
の
陽
曆
は

�

日
で
︑
立
秋
に
當
る
︒
そ
の
作
鏡
年
�
日
は
︑
二

(
火
)
・
七

(
火
・
金
)
・
四

(
金
)

に
對
應
し
︑
鏡

8

9

品
質
の
火
金
融
合
・
陰
陽
'
和
を
表
わ
す
か
ら
︑
立
秋
に
相
應
し
い
︒

⑹

(
二
六
三
)

景
元
四
年
八
�
七
日
︑
右
尙
方
工
作
立

(
梅
原
・
魏
八
)

魏
の
﹁
景
元
四
年
八
�
七
日
﹂
の
陽
曆
は

�

日
で
︑
秋
分
の
二
日
後
に
當
る
が
︑
作
鏡
年
�
日
の
數
も
︑
四

(
金
)
・
八

(
仲

9

26

秋
)
・
七

(
火
・
金
)

を
表
わ
し
︑
秋
分
に
相
應
し
い
︒

⑺

(
二
六
六
)

寶
鼎
元
年
十
�
廿
九
日
︑
�
作


鏡
︑
⁝
⁝
︹
方
格
銘
︺
日
日
日
日
日
日
日
日

(
梅
原
・
吳
五
二
︑
五
島
五
六
)

﹁
十
�
廿
九
日
﹂
の
陽
曆
は

�

日
で
︑
大
¯
の
+
五
日
後
に
當
る
︒
こ
の
年
の
十
�
は
小
�
で
︑
廿
九
日
は
晦
日
に
な
る
が
︑
�

12

13

仲
冬
十
一
�
に
は
冬
至
を
°
え
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
﹁
陽
�
﹂
と
し
て
の
十
�
�
後
の
日
に
作
鏡
し
︑
 
せ
て
︑
そ
の
方
格
銘
に

﹁
日
日
日
日
日
日
日
日
﹂
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(
六
)
4
日
・
祝
日
で
の
製
作
に
よ
る
祭
祀
の
も
つ
招
福
・
辟
9
の
力
の
:
入

す
で
に
︑
正
�
一
日
︑
五
�
五
日
︑
七
�
七
日
︑
九
�
九
日
な
ど
に
お
け
る
作
鏡
例
を
見
て
き
た
が
︑
そ
の
他
に
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な
�
日
や

祝
日
に
製
作
さ
れ
た
鏡
が
あ
る
︒
そ
の
祭
祀
が
招
來
す
る
福
祥
・
辟
�
の
力
を
鏡
中
に
�
入
し
︑
鏡
品
質
を
強

し
よ
う
と
企
圖
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
上
記
以
外
の
特
}
�
な
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
る
︒

⑴

(
二
六
三
)

永
安
六
年
︑
正
�
七
日
︑
□
□
□
□
︑
⁝
⁝

(
五
島
五
五
)

﹁
正
�
七
日
﹂
は
人
日
︒
﹃
荊
楚
歲
時
記
﹄
に
﹁
正
�
七
日
爲
人
日
︒
以
七
種
±
爲
羹
︑
翦
綵
爲
人
︒
或
鏤
金
²
爲
人
︑
以
貼
屛
風
︑

亦
戴
之
頭
鬢
︒
印
(
華
³
︑
以
相
´
登
高
︑
賦
詩
︒
﹂
と
あ
る
︒

⑵

(
二
六
七
)

寶
鼎
二
年
︑
正
�
十
五
日
︑
�
作


鏡
︑
⁝
⁝

(
梅
原
・
吳
五
三
︑
五
島
五
七
)

東 方 學 報

80



⑶

(
二
七
一
)

晉
泰
始
七
年
︑
正
�
十
五
日
︑
王
氏
作
靑
同
之
悦
︑
⁝
⁝

(
梅
原
・
六
�
二
︑
五
島
七
二
)

﹁
正
�
十
五
日
﹂
は
上
元
︒
﹃
初
學
記
﹄
歲
時
部
下
に
引
く
﹃
B
記
﹄
樂
書
に
﹁
漢
家
祀
太
一
︑
以
昏
時
︑
祠
到
�
︒
﹂
と
あ
り
︑
I
に

﹁
今
人
︑
正
�
§
日
夜
︑
游
觀
燈
︑
是
其
µ
事
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
﹃
荊
楚
歲
時
記
﹄
に
﹁
正
�
十
五
日
︑
作
豆
糜
︑
加
油
膏
其
上
︑

以
祠
門
戶
︒
﹂
と
あ
る
︒

⑷

(
二
二
七
)

黃
武
六
年
︑
三
�
十
日
上
巳
朔
︑
⁝
⁝

(
鄂
城
八
四
︑
鄂
州
一
八
二
)

圖
錄
は
﹁
壬
巳
朔
﹂
と
す
る
が
︑
六
十
干
荏
に
壬
巳
は
存
在
し
な
い
︒
﹁
壬
﹂
と
讀
む
字
は
﹁
上
﹂
の
E
字
︒
上
巳
と
は
︑
陰
曆
三
�

の
�
初
の
巳
の
日
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
の
年
の
三
�
は
乾
象
曆
︑
四
分
曆
と
も
丙
申
朔
で
︑
そ
の
十
日
は
乙
巳
で
あ
り
︑
ま
さ
に

上
巳
に
當
る
︒
三
�
上
巳
は
︑
﹃
宋
書
﹄
禮
志
二
に
﹁
B
臣
案
︑
周
禮
︑
女
巫
掌
歲
時
祓
除
釁
浴
︒
如
今
三
�
上
巳
如
水
上
之
類
也
︒

釁
浴
謂
以
香
薰
草
藥
沐
浴
也
︒
韓
詩
曰
︑
ú
國
之
俗
︑
三
�
上
巳
︑
之
溱
洧
兩
水
之
上
︑
招
魂
續
魄
︑
秉
蘭
草
︑
拂
不
祥
︒
⁝
⁝
古

Q
此
禮
︒
今
三
�
上
巳
︑
祓
於
水
濱
︑
蓋
出
此
也
︒
⁝
⁝
自
魏
以
後
︑
但
用
三
日
︑
不
以
巳
也
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
日
に
は
︑

古
來
︑
液
水
の
ほ
と
り
で
禊
ぎ
を
し
て
︑
年
中
の
不
祥
を
祓
除
す
る
行
事
が
行
な
わ
れ
た
︒
魏
で
は
怨
た
に
三
�
三
日
を
上
巳
と
定

め
た
が
︑
吳
で
は
舊
來
_
り
︑
�
初
の
巳
の
日
を
上
巳
と
し
て
い
た
こ
と
が
本
鏡
銘
か
ら
分
か
る
︒

⑸

(
二
二
五
)

黃
武
四
年
︑
六
�
五
日
丙
辰
︑
作
長


悦
︑
⁝
⁝

(
鄂
城
一
〇
四
︑
鄂
州
一
八
〇
)

實
曆
は
﹁
六
�
五
日
庚
辰
﹂
︒
夏
至
は
閏
�

(
後
四
�
)

二
十
八
︑
九
日
頃
で
︑
こ
の
日
は
夏
至
後
第
四
庚
の
中
伏
の
﹁
六
�
伏
日
﹂

に
當
る
︒
六
�
伏
日
は
一
年
の
中
で
�
も
暑
く
︑
そ
の
た
め
︑
金
氣
が
火
氣
を
恐
れ
て
伏
藏
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
實
曆
の
庚

(
金
)

を
伏
せ
て
虛
辭
の
丙

(
火
)

に
奄
え
︑
銘
�
に
は
﹁
丙
辰
﹂
と
記
し
た
︒
六
�
五
日
の
陽
曆
は

�

日
と
な
り
︑
大
暑
の
三

7

27

日
後
に
當
る
︒
先
述
し
た

(
二
)
・
⑶
の
解
說
を
參
照
︒

⑹

(
二
六
五
)

甘
露
元
年
︑
六
�
廿
七
日
︑
□
氏
作


鏡
︒
⁝
⁝

(
六
�
一
一
二
)
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こ
の
年
の
﹁
六
�
廿
七
日
﹂
は
庚
戌
︒
夏
至
は
五
�
廿
二
日
乙
亥

(

�

日
)

頃
と
な
り
︑
鏡
銘
の
日
付
は
︑
夏
至
後
第
四
庚
の
中

6

22

伏
に
當
る
︒
六
�
伏
日
の
製
作
で
あ
る
か
ら
︑
干
荏
の
庚
戌
を
記
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
因
み
に
︑
六
�
一
日
の
陽
曆
は

�
7

日
で
︑
六
�
廿
七
日
は

�

日
と
な
り
︑
大
暑
の
三
日
後
に
當
る
︒

1

7

27

⑺

(
一
六
七
)

永
康
元
年
︑
六
�
八
日
庚
申
︑
天
下
大
赦
︑
吾
�
作
尙
方


悦

(
鄂
城
一
三
三
︑
鄂
州
一
三
五
)

本
鏡
銘
�
の
內
容
は
︑
﹃
後
漢
書
﹄
桓
W
紀
・
永
康
元
年
條
の
﹁
六
�
庚
申
︑
大
赦
天
下
︑
悉
除
黨
錮
︑
改
元
永
康
︒
﹂
の
記
事
と
合

致
す
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
天
下
大
赦
﹂
は
政
治
實
績
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
元
興
元
年
鏡
や
"
熹
二
年
鏡
な
ど
に
み
る
﹁
天
大

赦
﹂
﹁
天
大
迹
﹂
の
よ
う
な
太
陽
の
照
灼
を
表
現
し
た
句
で
は
な
い
︒
思
う
に
︑
庚
申
の
日
に
行
な
わ
れ
た
﹁
天
下
大
赦
﹂
と
い
う
善

政
を
記
し
た
鏡
を
製
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
を
守
庚
申
に
效
あ
る
鏡

(
三
尸
が
拔
け
出
さ
な
い
よ
う
照
ら
し
見
張
る
)

と
し
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
︒
す
な
わ
ち
︑
晉
・
'
洪
﹃
¹
朴
子
﹄
º
旨
や
梁
・
陶
弘
景
﹃
眞
誥
﹄
協
昌
K
に
言
う
よ
う
に
︑
h
家
で
は
︑
身
中

に
三
尸
蟲
が
あ
り
︑
庚
申
の
日
に
︑
人
の
睡
り
に
乘
じ
て
上
天
し
︑
そ
の
罪
を
天
W
に
密
吿
し
て
命
を
短
く
し
よ
う
と
す
る
と
說
き
︑

こ
の
日
︑
精
»
¼
齋
し
て
園
夜
し
︑
こ
れ
を
見
張
れ
ば
免
れ
る
と
說
い
た
︒

⑻

(
二
一
八
)

円
安
廿
年
十
二
�
八
日
辛
卯
日
作
︑
⁝
⁝
宜
富
貴
老
壽
︑
□
夫
妻
宜
子
孫
︑
好
妻
八
九
舍
︑
⁝
⁝

(
浙
江
修
訂
五
八
)

⑼

(
二
八
二
)

大
康
三
秊
十
二
�
八
日
︑
�
賀
臣
爲
楊
州
�
士
︒
三
公
九
卿
十
二
大
夫
︑
宜
<
人
︑
訾

(
=
)

財
千
萬
︑
子
孫
富

(
小
校
一

六
・
一
八
表
︑
梅
原
・
六
�
一
三
)

﹁
十
二
�
八
日
﹂
は
臘
日
︒
こ
の
日
に
竈
神
を
祀
っ
て
富
を
招
來
す
る
︒
本
は
冬
至
後
の
第
三
戌
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑
後
︑
陰
曆

十
二
�
八
日
に
臘
祭
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
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お

わ

り

に

鏡
銘
に
お
け
る
干
荏
記
述
は
︑
從
來
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
︑
�
圖
�
︑
作
爲
�
な
�
擇
で
あ
っ
た
︒
同
時
に
︑
そ
の
�
擇
の
仕
方
は
︑

時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
傾
向
に
差
衣
が
見
ら
れ
た
︒

｢
五
�
丙
午
﹂
は
永
始
二
年

(
.
一
五
)

鏡
に
そ
の
初
出
を
み
る
が
︑
以
後
︑
こ
の
干
荏
は
三
國
吳
の
寶
鼎
三
年

(
二
六
八
)

鏡
に
至
る
ま
で
︑

吉
辰
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
︒
た
だ
︑
そ
の
﹁
五
�
丙
午
﹂
を
實
曆
の
干
荏
と
し
て
記
し
た
の
か
︑
單
な
る
形
式
�
な
虛
辭
の
吉

辰
と
し
て
記
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
円
安
以
.
と
以
後
と
で
そ
の
傾
向
が
衣
な
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
円
安
以
.
で
は
實
曆
の
場
合
が
多
か
っ

た
の
に
對
し
︑
以
後
で
は
虛
辭
の
方
が
大
F
に
な
る
︒
一
方
︑
後
漢
の
二
世
紀
F
ば
ご
ろ
か
ら
︑
獸
首
鏡
な
ど
を
中
心
に
﹁
正
�
丙
午
﹂
を
用

い
る
よ
う
に
な
る
が
︑
こ
の
場
合
は
︑
實
曆
を
記
す
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
た
だ
︑
﹁
正
�
丙
午
﹂
は
円
安
以
後
に
な
る
と
見
ら
れ
な
く
な
る
︒

円
安
以
.
と
以
後
と
で
は
︑
他
に
も
い
く
つ
か
の
&
い
が
生
じ
て
く
る
︒
例
え
ば
︑
円
安
以
.
で
は
︑
水
・
火
協
力
を
表
わ
す
﹁
壬
午
﹂
や

陽
氣
東
出
を
�
味
す
る
﹁
丁
卯
﹂
な
ど
︑
い
く
つ
か
の
例
を
除
け
ば
︑
陽
氣
�
盛
の
﹁
丙
午
﹂
を
記
す
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
︑
円
安

に
な
る
と
︑
十
年
代
で
は
干
荏
を
記
さ
ず
︑
二
十
年
以
後
で
は
︑
﹁
丁
巳
﹂
﹁
丁
酉
﹂
﹁
甲
子
﹂
﹁
壬
子
﹂
﹁
壬
寅
﹂
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
干
荏
が

多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
作
鏡
日
に
つ
い
て
も
︑
円
安
以
.
は
﹁
五
�
五
日
﹂
﹁
五
�
十
五
日
﹂
﹁
正
�
廿
五
日
﹂
﹁
正
�
廿
七
日
﹂

﹁
九
�
九
日
﹂
な
ど
︑
專
ら
五
の
倍
數
や
九
の
倍
數
の
吉
�
吉
數
を
用
い
て
い
た
が
︑
以
後
に
な
る
と
︑
さ
ま
ざ
ま
な
日
付
に
も
製
作
す
る
よ

う
に
な
っ
た
︒
し
か
も
︑
そ
れ
ら
は
五
行
�
數
と
の
對
應
や
二
十
四
氣
と
の
對
應
を
し
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
﹁
五
�
五
日
﹂

の
端
午
�
や
﹁
九
�
九
日
﹂
の
重
陽
�
な
ど
に
製
作
す
る
例
は
︑
円
安
以
.
で
も
見
ら
れ
た
が
︑
円
安
二
十
年
以
後
に
な
る
と
︑
そ
の
他
の
さ

ま
ざ
ま
な
�
日
や
祝
日
に
お
い
て
も
製
作
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
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こ
う
し
た
干
荏
と
作
鏡
日
の
多
樣

は
︑
一
つ
に
は
︑
鏡
需
X
の
增
加
に
對
應
す
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
が
︑
た
だ
︑
そ
の
中
に
は
︑
¾
入

者
や
¿
用
者
の
理
解
を
あ
ま
り
問
題
に
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
こ
で
は
︑
實
際
に
は
起
こ
り
得
な
い
よ

う
な
干
荏
組
合
せ
を
用
い
た
り
︑
作
鏡
日
の
實
曆
と
は
正
反
對
の
干
荏
を
記
し
た
り
し
て
︑
そ
の
�
味
內
容
や
製
作
企
圖
を
︑
殊
À
︑
難
解
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
特
に
後
漢
末
か
ら
三
國
吳
に
か
け
て
製
作
さ
れ
た
紀
年
鏡
に
お
い
て
︑
そ
れ
は
顯
著
で
あ
っ
た
︒
銘
�
を
仔
細
に
檢
討

す
る
と
︑
そ
の
記
述
內
容
は
︑
確
か
に
當
時
の
中
心
�
な
宇
宙
原
理
で
あ
っ
た
陰
陽
五
行
の
法
則
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
た
だ
︑
そ

の
干
荏
や
作
鏡
日
の
表
象
す
る
�
味
の
{
(
は
極
め
て
複
雜
で
あ
っ
て
︑
必
ず
し
も
︑
一
般
大
衆
の
よ
く
理
解
す
る
�
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
︒
と
い
う
よ
り
︑
そ
の
難
解
さ
は
︑
む
し
ろ
︑
彼
ら
か
ら
深
Á
で
神
秘
�
な
眞
理
法
則
を
隱
?
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
却
っ
て
︑
そ
の
鏡
が

表
象
し
實
現
し
よ
う
と
す
る
世
界
を
強

し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
難
解
な
紀
年
銘
を
好
ん
で
記
す
工
人

に
︑
會
稽
山
陰
の
師
蔭
豫
や
太
師
鮑
�
︑
さ
ら
に
は
大
師
陳
世
な
ど
の
吳
の
鏡
師
た
ち
が
あ
っ
た
︒
思
う
に
︑
そ
こ
に
�
入
さ
れ
た
干
荏
や
作

鏡
日
の
�
擇
と
記
述
の
方
法
は
︑
鑄
金
�
と
い
う
︑
む
し
ろ
方
士
や
h
士
に
連
な
る
�
者
と
し
て
の
洩
大
な
鏡
師
の
み
が
行
な
い
得
る
陰
陽
五

行
の
秘
密
の
大
法
則
と
し
て
︑
存
在
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
秘
法
で
あ
る
か
ら
︑
難
解
で
あ
る
の
は
當
然
で
あ
る
︒

『
淮
南
子
﹄
天
�
訓
に
﹁
物
類
相
動
︑
本
標
相
應
︒
故
陽
燧
見
日
︑
則
然
而
爲
火
︒
方
諸
見
�
︑
則
津
而
爲
水
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
時

代
の
陰
陽
五
行
の
思
想
で
は
︑
﹁
物
類
相
動
﹂
す
な
わ
ち
﹁
同
類
の
物
同
士
は
互
い
に
感
應
し
︑
陰
陽
五
行
の
法
則
に
從
っ
て
作
用
す
る
﹂
と

さ
れ
︑
同
時
に
﹁
本
標
相
應
﹂
す
な
わ
ち
﹁
本
源
で
あ
る
天
象
は
そ
の
末
端
に
位
置
す
る
地
上
の
物
類
と
感
應
し
︑
作
用
し
合
う
﹂
と
さ
れ
た
︒

そ
し
て
︑
地
上
に
設
け
た
人
工
�
な
作
物
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
中
に
本
源
と
す
る
天
象
の
陰
陽
五
行
を
忠
實
に
再
現
し
た
り
︑
こ
れ
を
勵
起
す

る
巧
妙
な
仕
組
み
を
作
り
上
げ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
を
用
い
て
︑
そ
の
天
象
を
地
上
に
招
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

た
︒
そ
の
こ
と
を
﹃
魏
志
﹄
管
輅
傳
の
I
に
引
く
﹃
管
輅
別
傳
﹄
に
は
﹁
輅
言
︑
君
不
見
︑
陰
陽
燧
在
掌
握
之
中
︑
形
不
出
手
︑
乃
上
引
太
陽

之
火
︑
下
引
太
陰
之
水
︒
噓
Ä
之
閒
︑
Å
景
以
集
︒
苟
精
氣
相
感
︑
縣
象
應
乎
二
燧
︒
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
先
に
引
用
し
た
﹃
搜
神
記
﹄
で
も
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見
た
よ
う
に
︑
陽
燧
は
︑
五
�
丙
午
の
日
中
と
い
う
陽
氣
�
大
の
時
刻
に
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
初
め
て
そ
の
器
中
に
太
陽
の
火
を
取
る
こ
と

が
で
き
る
し
︑
陰
燧

(
方
諸
)

は
︑
十
一
�
壬
子
の
夜
F
と
い
う
陰
氣
�
大
の
時
刻
に
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
初
め
て
器
中
に
太
陰

(
�
)

の

水
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
漢
代
に
は
︑
こ
う
し
た
疑
似
科
學
と
し
て
の
呪
�
�
宇
宙
觀
が
︑
陰
陽
五
行
說
と
い
う
循
�
對
應
の
法

則
を
用
い
て
精
緻

さ
れ
︑
理
論

さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
鏡
銘
に
お
い
て
は
︑
物
類
相
動
・
本
標
相
應
す
る
小
宇
宙
を
︑
紀
年
銘
を
含
め
た
銘

�
辭
句
と
し
て
鏡
中
に
再
現
し
︑
こ
れ
を
強

し
勵
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
威
力
あ
る
天
の
神
々
の
本
源
世
界
を
︑
そ
こ
に
實
現
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

引
用
・
參
考
�
獻

(
五
十
>
順
)

【
出
典
略
號
︼

梅
原
⁝
⁝
梅
原
末
治

一
九
四
三

『
漢
三
國
六
�
紀
年
鏡
圖
說
﹄
桑
名
�
星
堂

大
谷
女
子
大
⁝
⁝
大
阪
・
大
谷
女
子
大
學
Z
料
館
Ç

一
九
八
九

『
收
藏
品
圖
錄
﹄
二
・
鏡
鑑

鄂
城
⁝
⁝
湖
北
省
�
物
館
・
鄂
州
市
�
物
館
Ç

一
九
八
六

『
鄂
城
漢
三
國
六
�
銅
鏡
﹄
�
物
出
版
社

鄂
州
⁝
⁝
鄂
州
市
�
物
館
Ç

二
〇
〇
二

『
鄂
州
銅
鏡
﹄
中
國
�
學
出
版
社

久
保
惣
⁝
⁝
中
野
園

一
九
八
五

『
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
�
館

藏
鏡
圖
錄
﹄
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
�
館

廣
西
⁝
⁝
廣
西
壯
族
自
治
區
�
物
館

二
〇
〇
四

『
廣
西
銅
鏡
﹄
�
物
出
版
社

古
鏡
⁝
⁝
羅
振
玉

一
九
一
六

『
古
鏡
圖
錄
﹄

五
島
⁝
⁝
五
島
美
�
館
學
藝
部
Ç

一
九
九
二

『
.
漢
か
ら
元
時
代
の
紀
年
鏡
﹄
特
別
展
﹁
古
鏡
﹂
圖
錄
︑
五
島
美
�
館

朔
閏
表
⁝
⁝
陳
垣

一
九
二
五

『
二
十
B
朔
閏
表
﹄
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小
校
⁝
⁝
劉
體
智

一
九
三
五

『
小
校
經
閣
金
�
拓
本
﹄

浙
江
修
訂
⁝
⁝
王
士
倫
Ç
著
・
王
牧
修
訂

二
〇
〇
六

『
浙
江
出
土
銅
鏡

修
訂
本
﹄
�
物
出
版
社

泉
屋
⁝
⁝
廣
川
守

二
〇
〇
四

『
泉
屋
�
古
﹄
鏡
鑑
Ç
︑
泉
屋
�
古
館

千
甓
亭
⁝
⁝
陸
心
源

一
八
九
一

『
千
甓
亭
古
塼
圖
釋
﹄

六
�
⁝
⁝
南
京
�
物
館
Ç

二
〇
〇
四

『
六
�
風
j
﹄
�
物
出
版
社

【
日
�
・
中
�
︼

王

仲
殊

一
九
八
七

｢“
黃
初
”
︑
“
黃
武
”
︑
“
黃
龍
”
紀
年
鏡
銘
辭
綜
釋
﹂
﹃
考
古
﹄
第
七
K

王

仲
殊

一
九
九
五

｢
黃
龍
元
年
鏡
與
嘉
興
元
年
鏡
銘
辭
考
釋
﹂
﹃
考
古
﹄
第
八
K

何

堂
坤

一
九
八
二

｢
關
于
�
光
鏡
機
理
�
Ì
個
問
題
﹂
﹃
中
原
�
物
﹄
第
四
K

崔

慶
�

一
九
八
二

｢
南
陽
市
�
物
館
館
藏
紀
年
銅
鏡
﹂
﹃
中
原
�
物
﹄
第
一
K

谷

豐
信

一
九
九
八

｢
中
國
古
代
の
紀
年
磚
﹂
﹃
東
京
國
立
�
物
館
紀
X
﹄
第
三
四

西
田
守
夫

一
九
六
六

｢
黃
初
四
年
F
圓
方
形
帶
神
獸
鏡
と
圓
光
背
の
あ
る
三
角
緣
神
獸
鏡
﹂
﹃
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
﹄
一
八
九
號

西
田
守
夫

一
九
九
〇

｢
漢
三
國
六
�
紀
年
鏡
雜
記
﹂
﹃
考
古
學
雜
誌
﹄
第
七
五
卷
三
號

西
村
俊
範

一
九
九
一

｢
中
國
の
鏡
﹂
日
中
共
同
出
版
・
上
海
�
物
館
﹃
中
國
・
美
の
名
寶
﹄
第
一
卷
︑
日
本
放
Ï
出
版
協
會
・
上
海
人

民
美
�
出
版
社

林

裕
己

二
〇
一
〇

｢
漢
・
三
國
・
六
�
の
干
荏
と
紀
年
に
つ
い
て
﹂
﹃
古
�

談
叢
﹄
第
六
五
集

(

)
2
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